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第１章 計画の概要 

 

第１節 計画策定の趣旨 

平成 18（2006）年に障害者自立支援法が施行され、サービス体系の再編や一元化が

進み、利用者負担や障害者の範囲等の見直しによる改正を経て、平成 25（2013）年４

月より「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下、「障

害者総合支援法」という。）が施行されました。 

この障害者総合支援法の目的は、「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人

としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障

害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって

障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互

に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与すること」

とされています。 

また、市町村等の責務として、「障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供

体制の確保に努めなければならない。」と掲げられており、厚生労働大臣の定める「障

害福祉サービス等及び児童通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」

（以下、「国の基本的な指針」という。）に則して、市町村障害福祉計画を定めるもの

としています。 

なお、同様に児童福祉法においても、国の基本的な指針に則して障害児通所支援及

び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円

滑な実施に関する計画である、市町村障害児福祉計画を定めるものとしています。 

本市においては、平成 30（2018）年度に策定した「立川市第５期障害福祉計画・第

１期障害児福祉計画」が令和２（2020）年度で計画期間の終了を迎えるため、令和３

（2021）年度を始期とする「立川市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」を

策定しました。
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第２節 計画の位置づけ 

 本計画は、障害者総合支援法第 88 条第１項に規定する「市町村障害者計画」であ

り、児童福祉法第 33 条の 20 第１項に規定する「市町村障害児福祉計画」と一体のも

のとして策定しています。 

 策定にあたっては、厚生労働大臣の定める国の基本的な指針に則して、障害福祉サ

ービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の

提供体制の確保に係る目標に関する事項をはじめ、サービス等の種類ごとの必要な見

込量や、その確保のための方策等を定めています。また、「東京都障害福祉計画・障

害児福祉計画」における東京都の考え方も踏まえて策定しました。 

 本市においては、市政運営の基本方針となる「第４次長期総合計画後期基本計画」

を最上位計画とした、「福祉・保健」分野の個別計画として位置づけられ、関連する

他の個別計画等との整合を図っています。また、令和２（2020）年度には、障害者基

本法第 11 条第３項に規定する「市町村障害者計画」として、障害者のための施策に

関する基本的な計画である「第６次障害者計画（令和２（2020）年度〜令和６（2024）

年度）」を策定しており、同計画の理念「障害のある人もない人も共に暮らしやすい

まちを目指します」を、本計画も基本理念として継承しています。 
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立川市第４次長期総合計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像：にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 

都市像：ともに見守り支えあう、 
安心して健やかに暮らせるまち 

政策：保健・福祉 

施策：障害福祉の推進 

後期基本計画 

（令和２(2020)～令和６(2024)年度） 

 

国／障害者基本

計画（第４次） 

 

東京都／ 

障害者計画 

障害者総合支援法 

(第 88 条第 1 項) 

児童福祉法 

（第 33 条の 20） 

◇第４次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン 

◇第２次発達支援計画 

◇第３次特別支援教育実施計画 

◇健やかたちかわ 21 プラン第３次  等 

障害者基本法 

(第 11 条第３項) 

◇第４次地域福祉計画 

◇高齢者福祉介護計画 

国／基本指針 

 

東京都／ 

障害福祉計画 

障害児福祉計画 

個別計画 

立川市第６次障害者計画 

（令和２(2020)～令和６(2024)年度） 

施策の方向性などを定めた基本的な計画 

個別計画 

立川市第６期障害福祉計画・ 

第２期障害児福祉計画 

（令和３(2021)～令和５(2023)年度） 

サービス等の見込量や確保の方策を定める実施計画 
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第３節 計画期間 

 

 本計画は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間を計画期間と

しています。 

 

平成 27 

(2015) 

年度 

平成 28 

(2016) 

年度 

平成 29 

(2017) 

年度 

平成 30 

(2018) 

年度 

平成 31 

(2019) 

年度 

令和 2 

(2020) 

年度 

令和 3 

(2021) 

年度 

令和 4 

(2022) 

年度 

令和 5 

(2023) 

年度 

令和 6 

(2024) 

年度 

          

 

 

  

第５次障害者計画 

第４期障害福祉計画 
第５期障害福祉計画 

第１期障害児福祉計画 

第６期障害福祉計画 

第２期障害児福祉計画 

第６次障害者計画 

第４次長期総合計画 基本構想 

第４次長期総合計画 前期基本計画 第４次長期総合計画 後期基本計画 
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第２章 計画を取り巻く状況 

第１節 人口の推移 

 本市の住民基本台帳による年齢４区分別人口の推移は、下記の通りです。 

 ５年間で総人口は約 2.2％増加していますが、年齢区分別にみると 0〜14 歳が 291

人（約 1.3％）減少しているのに対して、75 歳以上は 3,745 人（約 18.9％）と大きく

増加していることがわかります。 

年齢区分別人口推移                各年４月１日時点（単位：人） 

年齢区分 
平成 28 年 

(2016) 

平成 29 年 

(2017) 

平成 30 年 

(2018) 

平成 31 年 

(2019) 

令和 2 年 

(2020) 

0〜14 歳 22,402 22,594 22,458 22,293 22,111 

15〜64 歳 115,385 116,086 116,424 116,918 116,830 

65〜74 歳 22,626 22,397 22,119 21,746 21,645 

75 歳以上 19,864 21,015 21,842 22,966 23,609 

計 180,277 182,092 182,843 183,923 184,195 

 

（出典）ともに、年齢別住基人口（立川市市民課）より作成
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第２節 障害者（児）数の推移 

１ 身体障害者 

立川市の身体障害者数は、平成 27（2015）年度から平成 31（2019）年度の間は

人数、構成比ともに概ね横ばいの傾向にありますが、６級の方についてはわずかに

増加の傾向が見られます。なお、全体としては１級・２級の方が全体の 50％以上

を占めています。 

 

 身体障害者手帳所持者の障害等級別推移   各年度末（３月 31 日）時点（単位：人、％） 

 
平成 27年度 

(2015) 

平成 28 年度 

(2016) 

平成 29 年度

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

1 級 
人 数 1,870 1,901 1,904 1,935 1,886 

構成比 35.4 35.9 36.1 36.3 36.0 

2 級 
人 数 831 824 813 811 794 

構成比 15.7 15.6 15.4 15.2 15.2 

3 級 
人 数 849 821 814 819 819 

構成比 16.1 15.5 15.5 15.4 15.7 

4 級 
人 数 1,213 1,221 1,196 1,221 1,195 

構成比 23.0 23.0 22.7 22.9 22.8 

5 級 
人 数 241 240 233 227 219 

構成比 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 

6 級 
人 数 279 292 307 319 320 

構成比 5.3 5.5 5.8 6.0 6.1 

計 人 数 5,283 5,299 5,267 5,332 5,233 

（出典）身体障害者手帳交付台帳（立川市障害福祉課） 
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障害別にみると、肢体不自由が 50％弱、次いで内部障害が 30％強、両者で約 80％

となっています。過去５年間の推移をみると、肢体不自由の総数は減少しています

が、内部障害が増加しています。 

 

身体障害者手帳所持者の障害別推移      各年度末（３月 31 日）時点（単位：人、％） 

 
平成 27 年度 

(2015) 

平成 28 年度 

(2016) 

平成 29 年度

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

視覚障害 

18 歳未満 4 3 4 5 5 

18 歳以上 295 297 317 313 313 

計 299 300 321 318 318 

構成比 5.7 5.7 6.1 6.0 6.1 

聴覚・平衡 

機能障害 

18 歳未満 31 32 29 31 31 

18 歳以上 508 516 509 521 524 

計 539 548 538 552 555 

構成比 10.2 10.3 10.2 10.4 10.6 

音声・言語 

機能障害 

18 歳未満 1 1 1 0 0 

18 歳以上 56 62 55 60 72 

計 57 63 56 60 72 

構成比 1.1 1.2 1.1 1.1 1.4 

肢体不自由 

18 歳未満 84 84 88 78 76 

18 歳以上 2,591 2,590 2,531 2,509 2,416 

計 2,675 2,674 2,619 2,587 2,492 

構成比 50.7 50.5 49.7 48.5 47.6 

内部障害 

18 歳未満 27 24 24 21 24 

18 歳以上 1,686 1,690 1,709 1,794 1,772 

計 1,713 1,714 1,733 1,815 1,796 

構成比 32.4 32.3 32.9 34.0 34.3 

計 

18 歳未満 147 144 146 135 136 

18 歳以上 5,136 5,255 5,121 5,197 5,097 

計 5,283 5,299 5,267 5,332 5,233 

（出典）身体障害者手帳交付台帳（立川市障害福祉課） 
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２ 知的障害者 

立川市の知的障害者数は毎年増加し、全体で平成 27（2015）年度の 1,294 人か

ら平成 31（2019）年度の 1,396 人へと、毎年微増が続いています。 

また、等級別にみると、４度（軽度）が全体の５割弱を占めています。 

 

療育手帳（愛の手帳）所持者の障害等級別推移 各年度末（３月 31 日）時点（単位：人、％） 

  

平成 27 年度 

(2015) 

平成 28 年度 

(2016) 

平成 29 年度

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

1 度 

(最重度) 

18 歳未満 18 27 11 11 10

18 歳以上 32 24 40 43 46

計 50 51 51 54 56

構成比 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0

2 度 

(重度) 

18 歳未満 75 97 63 62 59

18 歳以上 266 252 293 298 299

計 341 349 356 360 358

構成比 26.4 26.4 26.5 26.2 25.6

3 度 

(中度) 

18 歳未満 81 93 74 76 77

18 歳以上 213 197 218 224 229

計 294 290 292 300 306

構成比 22.7 21.9 21.7 21.8 21.9

4 度 

(軽度) 

18 歳未満 200 219 160 143 141

18 歳以上 409 415 485 518 535

計 609 634 645 661 676

構成比 47.1 47.9 48.0 48.1 48.4

計 

18 歳未満 374 436 308 292 287

18 歳以上 920 888 1,036 1,083 1,109

計 1,294 1,324 1,344 1,375 1,396

（出典）療育手帳交付台帳（立川市障害福祉課） 
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３ 精神障害者 

立川市の精神障害者数は、毎年増加し、全体で平成 27（2015）年度の 1,665 人

から平成 31（2019）年度の 2,094 人へと、約 1.25 倍に増えています。また、等級

別にみると、２級の値の増加が顕著で、構成比も５割以上を占めています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者の障害等級別推移 各年度末（３月 31 日）時点（単位：人、％） 

  

平成 27 年度 

(2015) 

平成 28 年度 

(2016) 

平成 29 年度

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

1 級 
人 数 132 121 115 139 122

構成比 7.9 7.1 6.5 7.1 5.8

2 級 
人 数 873 936 1,001 1,107 1,202

構成比 52.4 54.8 56.4 56.5 57.4

3 級 
人 数 660 652 659 712 770

構成比 39.6 38.2 37.1 36.4 36.8

計 1,665 1,709 1,775 1,958 2,094

（出典）精神障害者保健福祉手帳台帳（立川市障害福祉課） 

４ 自立支援医療（精神通院） 

立川市の自立支援医療（精神通院）利用者数は、毎年およそ６％の増加傾向が続

いています。 

自立支援医療（精神通院）利用者の推移   各年度末（３月 31 日）時点（単位：人） 

 平成 27 年度 

(2015) 

平成 28 年度 

(2016) 

平成 29 年度

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

利用者数 3,077 3,248 3,451 3,713 3,859 

（出典）自立支援医療（精神通院）利用者台帳（立川市障害福祉課） 

５ 難病患者 

立川市の難病患者（東京都医療費助成対象者）数は、平成 29（2017）年末に新

制度実施に伴う経過措置が終了して以降、減少傾向で推移していますが、毎年 300

人以上の新規申請があります。 

東京都医療費助成対象者の推移       各年度末（３月 31 日）時点（単位：人） 

 平成 27 年度 

(2015) 

平成 28 年度 

(2016) 

平成 29 年度

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

対象者数 3,166 3,286 2,831 2,790 2,710 

（出典）決算事務報告（立川市障害福祉課）
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第３節 就学等の状況 

１ 市内の０歳～14 歳児の人口推移 

各年４月１日時点（単位：人） 

 

平成 30 年 

(2018) 

平成 31 年 

(2019) 

令和 2 年 

(2020) 

0 歳 1,390 1,413 1,297 

1 歳 1,469 1,402 1,442 

2 歳 1,508 1,465 1,400 

3 歳 1,535 1,517 1,464 

4 歳 1,503 1,542 1,523 

5 歳 1,514 1,501 1,527 

6 歳 1,472 1,482 1,504 

7 歳 1,512 1,467 1,472 

8 歳 1,478 1,518 1,474 

9 歳 1,508 1,491 1,508 

10 歳 1,528 1,498 1,491 

11 歳 1,496 1,534 1,487 

12 歳 1,469 1,506 1,543 

13 歳 1,498 1,465 1,513 

14 歳 1,578 1,492 1,466 

（出典）年齢別住基人口（立川市市民課） 

 

２ 市内特別支援学級等の児童・生徒の在籍状況 

各年５月１日時点（単位：人） 

 

平成30年 

(2018) 

令和元年 

(2019) 

令和 2年 

(2020) 

特別支援学級(小学校) 125 128 120 

特別支援学級(中学校) 49 51 67 

通級指導学級(小学校－難聴・言語障害等) 104 97 105 

通級指導学級(中学校－情緒障害等) 45 28 - 

特別支援教室キラリ(小学校) 272 313 342 

特別支援教室プラス(中学校) - 46 101 

※中学校の通級（情緒障害等学級）は、令和２年度に特別支援教室プラスに移行 

しました。 

（出典）立川の教育（立川市教育委員会） 
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３ 特別支援学校等の生徒数・進路先状況 

特別支援学校在籍者数           令和２（2020）年９月１日時点（単位：人） 

 
幼稚部 小学部 中学部 高等部 計 

八王子盲学校 1 2 0 1 4 

立川ろう学校(普通科) 6 8 2 4 20 

立川ろう学校(専攻科) - - - 1 1 

村山特別支援学校 - 20 8 7 35 

府中けやきの森学園 - 0 0 0 0 

武蔵台学園 - 34 25 40 99 

羽村特別支援学校 - 8 3 6 17 

永福学園 - - - 2 2 

南大沢学園 - - - 8 8 

青峰学園 - - - 10 10 

計 7 72 38 79 196 

 

高等部生徒数内訳    令和２（2020）年９月１日時点（単位：人） 

 
1 年生 2 年生 3 年生 

八王子盲学校 1 0 0 

立川ろう学校(普通科) 0 2 2 

立川ろう学校(専攻科) 0 1  

村山特別支援学校 2 1 4 

府中けやきの森学園 0 0 0 

武蔵台学園 14 10 16 

羽村特別支援学校 0 3 3 

永福学園 1 1 0 

南大沢学園 3 3 2 

青峰学園 1 4 5 

計 22 25 32 

※立川ろう学校（専攻科）は２年制 

（出典）ともに、各校への聞き取りによる（立川市障害福祉課） 
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高等部令和２年度卒業生進路見込み     令和２（2020）年９月１日時点（単位：人） 

 
進学 一般就労 

就労移行 

職業訓練 

就労継続

A 型 

就労継続

B 型 
生活介護 その他 

八王子盲学校 0 0 0 0 0 0 0 

立川ろう学校

(普通科) 
2 0 0 0 0 0 0 

立川ろう学校

(専攻科) 
0 1 0 0 0 0 0 

村山特別支援

学校 
1 0 0 0 0 3 0 

府中けやきの

森学園 
0 0 0 0 0 0 0 

武蔵台学園 0 7 2 0 2 4 1 

羽村特別支援

学校 
0 2 0 0 1 0 0 

永福学園 0 0 0 0 0 0 0 

南大沢学園 0 2 0 0 0 0 0 

青峰学園 0 5 0 0 0 0 0 

計 3 17 2 0 3 7 1 

 

高等部平成 31 年度卒業生進路実績      令和２（2020）年９月１日時点（単位：人） 

 
進学 一般就労 

就労移行 

職業訓練 

就労継続

A 型 

就労継続

B 型 
生活介護 その他 

八王子盲学校 0 0 0 0 0 0 0 

立川ろう学校

(普通科) 
0 0 0 0 0 0 0 

立川ろう学校

(専攻科) 
0 0 0 0 0 0 0 

村山特別支援

学校 
1 0 0 0 0 1 0 

府中けやきの

森学園 
0 0 0 0 1 0 0 

武蔵台学園 0 5 1 0 2 5 1 

羽村特別支援

学校 
0 1 1 0 2 1 0 

永福学園 0 1 0 0 0 0 0 

南大沢学園 0 3 0 0 0 0 0 

青峰学園 0 1 0 0 0 0 0 

計 1 11 2 0 5 7 1 

※立川ろう学校（専攻科）は２年制 

（出典）ともに、各校への聞き取りによる（立川市障害福祉課） 
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第３章 障害者施策の方針及び取組 

第１節 国の基本的な指針 

 第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の作成にあたっては、障害者総合支援

法及び児童福祉法の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するためのサービス

基盤整備等に係る目標を設定するとともに、サービスを提供するための体制の確保が

総合的・計画的に図られることを目的として、国の基本的な指針が示されています。 

 

 

 計画の作成にあたっては、下記の点に配慮することとしています。 

 １．障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

 ２．市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サ 

ービスの実施等 

  ３．入所等からの地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に

対応したサービス提供体制の整備 

 ４．地域共生社会の実現に向けた取組 

 ５．障害児の健やかな育成のための発達支援 

 ６．障害福祉人材の確保 

 ７．障害者の社会参加を支える取組 

 

 

 令和５（2023）年度を目標年度（計画期間の終期）とする本計画において、必要な

サービス等の提供体制の確保に係る目標として下記の「成果目標」が掲げられていま

す。また、成果目標を達成するための必要な指標である「活動指標」を見込むことと

しています。 

※第４章「成果目標」（P.19〜P.29）参照 

 １ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 ２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 ３ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

基本的理念 

提供体制の確保に係る目標 
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 ４ 福祉施設から一般就労への移行等 

 ５ 障害児支援の提供体制の整備等 

 ６ 相談支援体制の充実・強化等 

 ７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

 

 本計画の対象期間である令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの各年度

における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量と、

その見込量の確保のための方策を定めることとしています。また、地域生活支援事業

の実施についても同様に見込量等を定めることとしています。 

 

 

計画の作成にあたって、下記の体制の整備を図るよう示されています。 

 ① 作成委員会等の開催 

  地域の実情に即した実効性のある内容とするため、サービスを利用する障害者等

をはじめ、幅広い関係者の意見を反映すること。 

  ⇨ 障害者総合支援法に規定する協議会（立川市自立支援協議会）及び障害者基本

法に規定する合議制の機関（立川市障害者施策推進委員会）において協議しました。 

 ② 市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携 

  関係部局と連携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成すること。 

  ⇨ 関係部局により構成する「障害者計画等策定連絡会」を設置して協議するとと

もに、関係する他の個別計画との整合を図りました。 

 ③ 市町村と都道府県との連携 

  広域的調整との整合性を図るため、市町村と都道府県が意見を交換すること。ま

た、地域の実情に応じたサービス等の提供体制の整備を進める観点から、都道府県

は基本的な考え方を示すとともに市町村との協議の場を設けるなど適切な支援を

行うことが望ましい。 

  ⇨ 東京都より基本的な考え方が示されたほか、ヒアリングにより協議を行いまし

た。 

 

サービス等の見込量と確保の方策 

計画の作成のための体制の整備 
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サービス等の見込量の設定にあたっては、現在のサービス等の利用実態について分

析を行うとともに、アンケート調査等を行うこと。 

⇨ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の利用者と、市内の指定特定相談支援

事業所を対象にアンケート調査を実施しました。また、過去５年間のサービス等の利

用実績や第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画策定時からのサービス提供事業

所数の推移、支給決定と実際の利用の比較等の分析を行いました。 

 

 

 

 障害者等を含む地域住民の意見を反映させるため、作成委員会等の設置に際しての

地域住民の参画、パブリックコメントの実施等を行うこと。 

⇨ 前述の作成協議を行った協議会及び委員会は、障害当事者、家族会等の団体、サ

ービス提供事業者のほか、福祉・保健医療・教育・就労・事業者・法曹・学識経験者・

地方公共団体など地域のさまざまな立場の方が委員として参画しました。 

 

 

 

 成果目標及び活動指標については、少なくとも年に１回は実績を把握し、関連施策

の動向も踏まえながら、中間評価としての分析及び評価を行い、必要に応じて計画の

変更や事業の見直し等を行うこと。中間評価の際には、協議会、合議制の機関等の意

見を聴くとともに、その結果についての公表に努めること。 

⇨ 計画の進捗管理のため「PDCA サイクル評価・改善管理シート」を活用し、年度ご

とに中間の評価をするとともに、自立支援協議会及び障害者施策推進委員会より意見

聴取を行いその結果を市のホームページにて公表します。 

障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握 

住民の意見の反映 

定期的な調査、分析及び評価 
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第２節 第６次障害者計画における施策体系 

本市における障害福祉分野の個別計画は、施策の方向性などを定めた基本的な計画

である「第６次障害者計画（令和２（2020）〜令和６（2024）年度）」と、サービス

等の見込量や確保の方策を定める実施計画である「第６期障害福祉計画・第２期障害

児福祉計画（令和３（2021）〜令和５（2023)年度）」の２つがあり、整合を図ってい

ます。 ※P.２〜３「第１章_計画の概要_第２節_計画の位置づけ」参照 

第６次障害者計画では、理念をもとに４つの基本方針を掲げ、実現のための８つの

主な施策を定め、各施策のもとに具体的な取組内容を示して体系化しており、第６期

障害福祉計画・第２期障害児福祉計画における国の基本指針に基づく成果目標との関

係は下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 権利擁護の推進 

＜施策１＞ 差別の解消及び権利擁護の推進 

(1)障害を理由とする差別の解消の推進と障害理解の促進  

(2)権利擁護の推進 

(3)成年後見制度の利用促進 

(4)障害者虐待の防止 

＜施策２＞ 情報保障 

(1)意思疎通の支援    (2)情報提供の推進 

基本方針２ 相談体制の整備 

＜施策３＞ 相談体制 

(1)相談支援体制の充実  (2)相談支援の質の向上 

第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画 

＜成果目標６＞相談支援体制の充実・強化等 

取組内容 

取組内容 

取組内容 
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＜施策４＞ 地域生活支援 

(1)福祉人材の確保とスキルアップ   (2)障害福祉サービスの提供 

(3)住まいの確保           (4)地域移行の促進 

(5)地域生活支援拠点等の整備と運用 (6)地域とのつながり 

＜施策５＞ 子育て支援・教育 

(1)早期発見・早期支援     (2)子育て支援 

(3)連携体制の構築と促進    (4)教育支援の充実 

(5)障害理解と心のバリアフリーの推進 

＜施策６＞ 環境・安全 

(1)防災対策と災害時の支援      (2)バリアフリーの推進 

(3)防犯対策の推進 

基本方針３ 地域生活の支援 

取組内容 

第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画 

＜成果目標７＞ 

障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

＜成果目標１＞ 

福祉施設の入所者の地域生活への移行 

＜成果目標２＞ 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

＜成果目標３＞ 

地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

取組内容 

第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画 

＜成果目標５＞障害児支援の提供体制の整備等 

取組内容 
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＜施策７＞ 雇用・就労 

(1)一般就労の促進と定着支援      (2)福祉的就労の充実 

基本方針４ 自立に向けた就労支援・社会参加の促進 

＜施策８＞ 社会活動への参加 

(1)日中活動及び余暇支援の充実      (2)文化芸術活動の推進 

(3)スポーツ活動の推進       (4)生涯学習環境の整備 

取組内容 

第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画 

＜成果目標４＞福祉施設から一般就労への移行等 

取組内容 
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第４章 成果目標 

 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

◆国の基本指針 令和５（2023）年度末時点 

＜地域生活への移行者数＞ 

 ○令和元（2019）年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行 

＜施設入所者数＞ 

○令和元（2019）年度末時点の施設入所者数から 1.6％以上削減 

 

◇本市の考え方  

＜地域生活への移行者数＞ 

第５期障害福祉計画では、平成 28（2016）年度末時点での施設入所者 114 人のうち、

令和２（2020）年度末までに８人の地域移行を目標としていましたが、平成 31（2019）

年度末までの３年間の実績は２名となっており、令和２（2020）年度末までの目標達

成は難しい状況です。 

本計画では、平成 31（2019）年度末時点の施設入所者 120 人のうち、令和５（2023）

年度末までに１年間あたり２人の移行を目指し、合計８人を目標とします。 

 

＜施設入所者数＞ 

 第５期障害福祉計画では、令和２（2020）年度末時点の入所者数が、平成 28（2016）

年度末時点での施設入所者 114 人を超えないとする目標でしたが、平成 31（2019）年

度末時点の入所者数は 120 人となっています。３年間の新規入所者数は、平成 29（2017）

年度３人、平成 30（2018）年度 11 人、平成 31（2019）年度７人でした。また、アン

ケートでも、今後３年以内の施設入所を希望する回答が障害者の４％、将来子どもの

施設入所を希望と回答する保護者が約５％いました。入所待機者や今後の利用希望も

含め一定のニーズがあり、入所者数を減らすことは困難な状況です。 

 本計画では、令和５（2023）年度末時点の施設入所者数が、平成 31（2019）年度末

時点の入所者数である 120 人を超えないことを目標とします。 
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◇目標達成のための方策  

 目標達成に向けて、引き続き本人の意思を把握する方法や、地域移行及び地域生活

の継続のための支援を担う関係者・機関のネットワークづくりなどについての検討を

進めます。 

また、重度障害者や行動障害の方など、ニーズに合致したグループホームの設置促

進、日中活動の場やホームヘルパーの確保等について取り組んでいきます。 

 

[成果目標] 

項  目 人 数 

平成 31(2019)年度末時点の施設入所者数 120 人 

令和 5(2023)年度末までの地域生活移行者数 8 人 

令和 5(2023)年度末時点の施設入所者数 120 人 

 

[主な活動指標] 

項  目 
令和3年度 

(2021） 

令和4年度 

(2022） 

令和5年度 

(2023) 

① 地域移行支援利用者数(月平均) 2人 2人 2人 

② 地域定着支援利用者数(月平均) 2人 2人 2人 

③ 共同生活援助(グループホーム) 

利用者数(年度末月) 
225人 230人 235人 

④ 市内グループホーム設置数 

(年度末) 
35か所 36か所 37か所 
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

◆国の基本指針 令和５（2023）年度末時点 

○退院後１年以内の地域における平均生活日数 … 316 日以上 

○１年以上の長期入院患者数 … 10.6 万〜12.3 万人へ （H30：17.2 万人） 

○入院後の早期退院率 … ３か月時点 69％以上、６か月時点 86％以上、１年時 

点 92％以上 

※上記３項目は、都道府県により目標設定 

 

◇本市の考え方  

地域包括ケアシステムの構築に向け、地域包括ケアシステムを協議する場のあり方

を検討し、協議の場の設置につなげていくため、市内の精神障害支援者や医療関係者

（医療機関、訪問看護、デイケア等）の参加するコア会議を開催し、協議の場につい

てのイメージづくりや課題の検討・共有を図ってきました。今後は協議の場を立ち上

げ、課題の抽出や具体的な活動を進めていきます。 

また、長期入院患者の地域生活への移行や、入院後の早期退院の促進に伴う基盤整

備量を勘案して、障害福祉サービス等の充実を図っていきます。 

 

[主な活動指標] 

項  目 
令和3年度 

(2021) 

令和4年度 

(2022) 

令和5年度 

(2023) 

① 保健・医療・福祉関係者に

よる協議の場 

開催回数 6回 8回 12回 

参加者数 11人 12人 12人 

② 精神障害者の地域移行支援延べ利用者数 3人 4人 4人 

③ 精神障害者の地域定着支援延べ利用者数 3人 4人 4人 

④ 精神障害者の共同生活援助利用者数 

(市内・市外グループホーム)(年度末月) 
42人 44人 45人 

⑤ 精神障害者の自立生活援助利用者数 

(年度末月) 
3人 4人 4人 
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３ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 

◆国の基本指針 令和５（2023）年度末時点 

○地域生活支援拠点等について、各市町村又は各圏域に１つ以上確保しつつ、その 

機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証及び検討する。 

 

◇本市の考え方  

第５期障害福祉計画における国の基本指針では、令和２（2020）年度末までに、各

市町村又は各圏域において地域生活支援拠点等を整備するとされていました。本市で

は、平成 30（2018）年７月に、自立支援協議会の元に「地域生活支援拠点等プロジェ

クトチーム」を立ち上げ、体制や役割等について協議を重ねてきました。 

令和２（2020）年７月から、障害者の方の高齢化や重度化、「親亡き後」を見据え

て、障害者の方が地域で住み続けられることを目指す立川市地域生活支援拠点等事業

を開始し、拠点等コーディネーターを市内４か所の事業所に配置しています。 

 

◇目標達成のための方策  

 拠点等コーディネーターや拠点関係機関による会議を定期的に開催するとともに、

自立支援協議会と連携して運用状況の検証・検討を行い、制度の周知や機能の充実を

図っていきます。 

 

[成果目標] 

項  目 内  容 

地域生活支援拠点等の運用状況の 

検証・検討 
年1回以上検証・検討 

 

[主な活動指標] 

項  目 
令和3年度 

(2021) 

令和4年度 

(2022) 

令和5年度 

(2023) 

① 自立支援協議会による検証・検討 1回 1回 1回 

② 拠点関係機関の会議による検証・検討 12回 12回 12回 
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４ 福祉施設から一般就労への移行等 

◆国の基本指針 令和５（2023）年度末時点 

＜就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数＞ 

○令和元（2019）年度の移行者数の 1.27 倍以上 

・うち就労移行支援事業からの移行者数は 1.30 倍以上 

・うち就労継続支援Ａ型事業からの移行者数は 1.26 倍以上 

・うち就労継続支援Ｂ型事業からの移行者数は 1.23 倍以上 

＜就労定着支援事業の利用割合＞ 

 ○就労移行支援事業等を通じて一般就労へ移行した者のうち７割の利用 

＜就労定着支援事業の就労定着率＞ 

 ○就労定着率８割以上の就労定着支援事業所を全体の７割以上 

◇本市の考え方  

＜就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数＞ 

 就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数は、平成 30（2018）年度が 36

人、平成 31（2019）年度が 42 人となっています。また、令和３（2021）年４月まで

に、法定雇用率が現行より 0.1％引き上げになるとともに、対象となる事業主の範囲

も広がるため、障害者雇用の更なる促進が見込まれます。 

 本計画では、国の基本指針に基づき、令和５（2023）年度の一般就労移行者を 54

人、うち事業別の移行者数は就労移行支援事業 38 人、就労継続支援Ａ型事業４人、

就労継続支援Ｂ型事業 11 人を目標とします。なお、就労移行支援事業と就労継続支

援Ａ型事業については、移行率の上昇を見込み、就労継続支援Ｂ型事業については、

利用者の増加を見込んだものです。 

＜就労定着支援事業の利用割合・就労定着率＞ 

 就労定着支援事業の利用者は、平成 30（2018）年度末が 14 人、平成 31（2019）年

度末が 17 人でした。また、年間の利用者数は、平成 30（2018）年度が 19 人、平成

31（2019）年度が 33 人でした。 

 一般就労への移行とともに就労定着も重要となることから、国の基本指針に基づき、

令和５（2023）年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労へ移行した者のう

ち７割が就労定着支援事業を利用すること、就労定着率８割以上の就労定着支援事業

所を全体の７割以上とすることを目標とします。 
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◇目標達成のための方策  

 アンケートでは、一般就労をしている人が約 10％、通所施設等の利用者が約 60％

となっており、未就労の人のうち今後一般就労を希望する人は約 45％でした。働くた

めの支援や配慮として、「職場の人たちの障害に関する理解」が必要との回答が多く

ありました。一般就労への移行と就労後の定着のためには、就労と生活の両面を見据

えた支援が必要なため、支援者のスキルアップや関係機関との連携を図っていきます。 

また、一般就労が困難な利用者についても、適性に応じて能力を発揮し地域での自

立した生活を継続する必要があります。就労継続支援等の工賃の向上に寄与するため、

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成 24

年法律第 50 号）」に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を定め、障害

者就労施設等からの調達の推進を図ります。 

[成果目標] 

項  目 人 数 

平成31(2019)年度の一般就労移行者数 42人 

① 令和5(2023)年度の一般就労移行者数 54人 

     うち 就労移行支援事業からの移行者数 38人 

     うち 就労継続支援Ａ型事業からの移行者数 4人 

     うち 就労継続支援Ｂ型事業からの移行者数 11人 

項  目 割 合 

② 令和5(2023)年度における一般就労移行者の就労定着支援 

事業の利用割合 
70% 

③ 令和5(2023)年度における就労定着率8割以上の就労定着 

支援事業所の割合 
70% 

※第６期障害福祉計画より、一般就労移行者数の対象は、従来の市内事業所の全利用者から

立川市のサービス支給決定者（市外事業所含む）へ変更しました。そのため、算出根拠とな

る過去２年の実績値も、変更後の算出方法に基づいて記載しています。 

 [主な活動指標] 

項  目 
令和3年度 

(2021) 

令和4年度 

(2022) 

令和5年度 

(2023) 

① 就労移行支援事業利用者数(年度末月) 60人 62人 64人 

② 就労定着支援事業利用者数(年度末月) 25人 30人 35人 

③ 障害者就労支援事業利用者数(年度末) 実績管理のみ 
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５ 障害児支援の提供体制の整備等 

◆国の基本指針 令和５（2023）年度末時点 

＜児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実＞ 

○児童発達支援センターを各市町村に１か所以上設置 

○すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 

＜主に重症心身障害児を支援する事業所の確保＞ 

○児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に 1 か所以上確保 

＜医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置＞ 

○各市町村において、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関等が連携を 

図るための協議の場の設置 

○各市町村において、医療的ケア児に関するコーディネーターの配置 

◇本市の考え方  

＜児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実＞ 

児童発達支援センターについては現在未設置ですが、本市の長期総合計画後期基本

計画において設置するとしており、第２次発達支援計画においても、「途切れのない

発達支援の拠点となる児童発達支援センターの役割や機能を検討」としています。 

また、保育所等訪問支援については、現在市内で実施している事業所はありません

が、近隣市の事業所の利用者が若干名いる状況です。 

＜主に重症心身障害児を支援する事業所の確保＞ 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所は市内に１か所あり、近隣市に

ある２か所の事業所の利用も含め、平成 31（2019）年度末の月間利用実績は６人で

52 日です。また、放課後等デイサービス事業所は市内にはなく、近隣市にある４か所

の事業所を７人の方が 40 日利用しました。主に重症心身障害児を支援する放課後等

デイサービス事業所については、市内でのサービス提供体制の整備を目指し、令和５

年度末までに、市内に１か所確保することを目標とします。 

＜医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置＞ 

協議の場については、平成 31（2019）年度に「立川市医療的ケア児支援関係者会議」

を立ち上げ、課題や情報の共有、関係機関の連携強化、支援策の検討などを行ってい

ます。また、「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」受講済の相談支援専門員
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が上記関係者会議の委員として参加していますが、自治体によるコーディネーターの

配置はできていません。 

 

◇目標達成のための方策  

 児童発達支援センターについては、立川市第２次発達支援計画及び立川市施設整備

計画に基づいて、設置に向け検討を進めていきます。 

また、保育所等訪問支援についても、児童発達支援センターでの実施事業として検

討するとともに、民間事業所への働きかけや保育所等への制度周知を図ります。 

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所については、採算の問

題もありますが、事業所が参入できる方策を検討していきます。 

 医療的ケア児に関するコーディネーターについては、医療的ケア児が適切な支援を

受けられるようにするため、医療的ケア児支援関係者会議等において、コーディネー

ターの役割やあり方を検討したうえで、配置についての協議を進めていきます。 

 

[成果目標] 

項  目 
平成31年度末 

(2019) 

令和5年度末 

(2023) 

① 児童発達支援センターを設置 未設置 
設置に向け役割や

機能を検討 

② 保育所等訪問支援の体制を構築 未構築 構築 

③ 主に重症心身障害児を支援する 

  児童発達支援事業所の確保 
1か所 1か所 

  主に重症心身障害児を支援する 

  放課後等デイサービス事業所の確保 
0か所 1か所 

④ 医療的ケア児支援のための関係機関

の協議の場の設置 
設置 設置 

⑤ 医療的ケア児に関するコーディネー

ターの配置 
未配置 配置 

 

[主な活動指標] 

項  目 
令和3年度 

(2021) 

令和4年度 

(2022) 

令和5年度 

(2023) 

保育所等訪問支援事業利用者数 

(年度末月) 
3人 3人 3人 
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６ 相談支援体制の充実・強化等 

◆国の基本指針 令和５（2023）年度末時点 

○総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制 

の確保 

◇本市の考え方  

 現在、市内３か所の事業所に委託して相談支援の窓口を設置しています。地域にお

ける相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターは未設置のため、設置検討

のなかで相談支援体制の充実・強化を図っていきます。また、アンケート結果より、

家族以外の相談先や情報入手先として、施設や通所先との回答が多く見られることか

らも、関係機関との連携を強化することにより体制の充実につながると考えます。 

◇目標達成のための方策  

 自立支援協議会相談支援専門部会の活動や相談支援事業所連絡会の実施を通じて、

連携強化やスキルアップに取り組みます。 

また、相談支援体制の充実・強化に向けて、下記①〜④について各取組や機能の現

状と今後実施すべき具体的な内容を把握したうえで、基幹相談支援センターの設置

（あり方）について検討していきます。 

① 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談の実施 

② 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導助言 

③ 地域の相談支援事業者の人材育成のために行う支援 

④ 地域の相談機関との連携強化の取組の実施 

[成果目標] 

項  目 内  容 

令和5年度末までに相談支援体制の充実・強化

に向けた体制を確保 
体制の確保に向けた検討 

[主な活動指標] 

項  目 
令和3年度 

(2021) 

令和4年度 

(2022) 

令和5年度 

(2023) 

① 総合的・専門的な相談支援の実施 検討 検討 検討 

② 指定特定相談支援事業所連絡会の開催 4回 4回 4回 
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７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

◆国の基本指針 令和５（2023）年度末時点 

○障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する体制の構築 

  ・障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

  ・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

  ・指導検査結果の関係市町村との共有 ※都道府県により目標設定 

 

◇本市の考え方  

 ＜障害福祉サービス等に係る各種研修の活用＞ 

市職員が主に受講している研修は、下記の通りです。 

・東京都障害支援区分認定調査員研修  

・新任向け身体障害者・知的障害者業務の研修 

・補装具判定研修、日常生活用具相談研修 

・権利擁護・虐待防止研修 

  主に新規配属となった職員が受講するほか、必要に応じて研修を活用しています。 

 ＜障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有＞ 

  毎月、国民健康保険団体連合会（以下、「国保連」という。）からの審査結果をも 

とに、エラーとなった内容を確認し、請求誤り等について事業者へ連絡・説明をし 

て修正依頼をしています。  

 

◇目標達成のための方策  

 東京都や心身障害者福祉センター等の実施する各種研修を引き続き活用し、障害福

祉サービスの適切な提供に必要な知識を理解・習得していきます。 

 また、毎月の国保連審査結果の確認と修正作業を継続するとともに、事業所連絡会

等を活用して、報酬改定や誤りやすいケース等について周知し、過誤請求の防止と適

正な運営を行う事業所の確保に努めます。 
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[成果目標] 

項  目 内  容 

令和5年度末までに障害福祉サービス等の質を

向上させるための取組に係る体制を構築 
体制を構築 

 

[主な活動指標] 

項  目 
令和3年度 

(2021) 

令和4年度 

(2022) 

令和5年度 

(2023) 

① 東京都の実施する研修への市職員の参加 16人 16人 16人 

② 審査支払等システムの審 

査結果を分析してその結 

果を活用し事業所等と共有 

体制の有無 有 有 有 

実施回数 12回 12回 12回 
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第５章 障害福祉サービス等の見込量 

第１節 訪問系サービス 

 

 

 

 

 

＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 255 人 251 人 243 人 

月間総利用時間 3,320 時間 3,155 時間 3,014 時間 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 255 人 260 人 265 人 

月間総利用時間 3,188 時間 3,380 時間 3,578 時間 

見込量の考え方  

平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用時間は 12.40 時間でした。

近年の実績や現在の状況、利用者のニーズから、毎年５人の利用者と平均利用時間の

増加を見込んで算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

 令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に 31 か所あり、平成 29（2017）

年 10 月時点と比較すると１か所増加しています。また、近隣市の事業所を利用する

方もいますが、ヘルパー不足の問題や時間帯によって希望通りの利用ができないとい

った声もあります。 

 安定的なサービスを提供するため、引き続き自立支援協議会や居宅介護事業所連絡

会等を中心に、訪問系サービス全般のヘルパーの確保やスキルアップについて検討し

ていきます。 

〜サービス内容〜 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

１．居宅介護（ホームヘルプ） 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 78 人 75 人 76 人 

月間総利用時間 21,889 時間 19,871 時間 19,693 時間 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 83 人 84 人 85 人 

月間総利用時間 21,580 時間 21,840 時間 22,100 時間 

 

見込量の考え方  

 平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用時間は 259.12 時間でした。

近年の実績や現在の状況、利用者のニーズから、利用者と平均利用時間の増加を見込

んで算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

 令和２（2020)年９月現在、サービス提供事業所は市内に 30 か所あり、平成 29（2017）

年 10 月時点と比較すると２か所増加しています。また、近隣市の事業所を利用する

方もいますが、居宅介護と同様にヘルパー不足の問題や時間帯によって希望通りの利

用ができないといった声もあります。 

 平成 30 年度より、重度訪問介護の新任従業者に対する熟練従業者の同行支援が、

一定の条件のもと可能となりました。 

 意思疎通や適切な体位交換などの必要なサービスが提供できるよう、人材確保と障

害特性を理解したヘルパーの養成を促していきます。 

 

〜サービス内容〜 

 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により、行動上著

しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の

介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

２．重度訪問介護 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 61 人 60 人 52 人 

月間総利用時間 1,732 時間 1,517 時間 1,208 時間 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 58 人 60 人 62 人 

月間総利用時間 1,624 時間 1,680 時間 1,736 時間 

 

見込量の考え方  

 平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用時間は 23.23 時間でした。

近年の実績や現在の状況、利用者のニーズから、毎年２人の利用者と利用時間増加を

見込んで算出しました。 

 なお、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のサービス

であるため、介護保険サービスと併せて利用する 65 歳以上の視覚障害者も含まれて

います。 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に 12 か所あり、平成 29（2017）

年 10 月時点と比較すると２か所減少しています。事業所はすべて地域生活支援事業

の移動支援のサービスも提供している事業者となっています。他の訪問系サービスと

同様にヘルパー不足の問題のほか、長時間の利用や時間帯によって希望通りの利用が

できないといった声もあるため、引き続きヘルパーの確保について検討していきます。 

 

〜サービス内容〜 

 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供（代

筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。 

３．同行援護 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 35 人 37 人 32 人 

月間総利用時間 1,055 時間 1,105 時間 912 時間 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 34 人 35 人 36 人 

月間総利用時間 1,020 時間 1,050 時間 1,080 時間 

 

見込量の考え方  

 平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用時間は 28.50 時間でした。

近年の実績や現在の状況、利用者のニーズから、毎年 1 人の利用者と利用時間増加を

見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に５か所あり、平成 29（2017）

年 10 月時点と比較すると１か所増加しています。アンケートでは、今後の新規利用

や利用時間の増加を希望する意見が多く見られましたが、行動援護に従事できるヘル

パーやサービス提供責任者の資格や経験年数等の要件が厳しいこともあり、地域生活

支援事業の移動支援を提供している事業者と比較して少なく、需要に対して提供が不

足している状況です。行動援護のヘルパー養成講習への参加等により、新たに事業者

が指定を受けるなど、確保に向けて検討していきます。 

 

〜サービス内容〜 

 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必

要な支援や外出支援を行います。 

４．行動援護 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 0 人 0 人 0 人 

月間総利用時間 0 時間 0 時間 0 時間 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 0 人 0 人 0 人 

月間総利用時間 0 時間 0 時間 0 時間 

 

見込量の考え方  

 過去 3 年間の利用実績はありません。令和２（2020）年９月現在支給決定はなく、

今後の利用見込みもありません。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２(2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内にはなく、都内でも１か所

のみとなっています。今後も、制度の動向や事業者の参入状況、利用者のニーズ等に

注視していきます。 

 

〜サービス内容〜 

 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行いま

す。 

５．重度障害者等包括支援 
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第２節 日中活動系サービス 

 

 

 

 

 

＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 356 人 367 人 376 人 

月間総利用日数 7,171 日 7,170 日 7,444 日 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 385 人 390 人 400 人 

月間総利用日数 7,508 日 7,605 日 7,800 日 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用日数は 19.80 日でした。近

年の実績と現在の状況、特別支援学校卒業後の新規利用者等を見込むとともに、令和

５年度に市外からの事業所の移転により増加予定であることを勘案し、利用者の増加

を見込んで算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２(2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に 14 か所あり、平成 29(2017)

年 10 月時点と比較すると２か所増加しています。 

重度障害者の地域生活への移行や継続を推進するため、利用者の状況と事業所の活

動内容のマッチング等も考慮しながら、整備を進めていきます。 

また、医療的ケアに対応できる事業所については、平成 23（2011）年２月より、立

川市総合福祉センター内で、立川市社会福祉協議会への補助事業として実施していま

す。 

〜サービス内容〜 

 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うととも

に、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

１．生活介護 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 3 人 3 人 0 人 

月間総利用日数 27 日 28 日 0 日 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 1 人 1 人 1 人 

月間総利用日数 10 日 10 日 10 日 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度末時点での利用実績はなく、平成 30 年度末の実績では、利用人数は３

人、１人あたりの月間平均利用日数は 9.33 日でした。近年の実績と現在の状況から、

利用者数は１人とし、1 人当たりの月間平均利用日数を 10 日として算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内にはなく、多摩地域（市部）

では８か所あります。今後も市内での設立の見込みはありませんが、利用者の動向を

見ながら対応していきます。 

 

 

 

 

 

〜サービス内容〜 

 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、リハビリテーション

や身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

２．自立訓練（機能訓練） 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 36 人 44 人 33 人 

月間総利用日数 371 日 389 日 328 日 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 36 人 36 人 36 人 

月間総利用日数 360 日 360 日 360 日 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用日数は 9.94 日でした。精神

科病院等からの地域移行による利用ニーズも含め、近年の実績と現在の状況から、利

用状況はほぼ横ばいで推移すると見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２(2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に３か所あり、平成 29(2017)

年 10 月時点と比較すると１か所減少しています。本サービスは、就労や日中活動系

サービスの継続的な利用の前段階としての、生活習慣の確立・定着に向けた役割があ

ります。長期入院患者が地域で生活するために必要な訓練を実施するなど、地域移行

を推進する上で重要となることから、引き続き事業者の確保に努めていきます。 

 

 

 

〜サービス内容〜 

 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、食事や入浴、排せつ、

家事等の生活能力の向上のため必要な訓練を行います。 

３．自立訓練（生活訓練） 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 54 人 67 人 56 人 

月間総利用日数 908 日 1,001 日 970 日 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 60 人 62 人 64 人 

月間総利用日数 990 日 1,023 日 1,056 日 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用日数は 17.32 日でした。近

年の実績と現在の状況から、毎年２人の利用者の増加を見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２(2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に 10 か所あり、平成 29(2017)

年 10 月時点と比較すると１か所増加しています。全国的に事業所が増加傾向にある

事から、市内だけではなく市外の事業所の利用者も多く見られます。一般就労へ移行

することだけではなく、雇用とのマッチングや就労後の定着についての支援も重要と

なるため、質の確保にも努めていきます。 

 

 

 

 

〜サービス内容〜 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練を行います。 

４．就労移行支援 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 21 人 22 人 18 人 

月間総利用日数 388 日 455 日 375 日 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 18 人 18 人 18 人 

月間総利用日数 360 日 360 日 360 日 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用日数は 20.83 日でした。近

年の実績と現在の状況から、利用状況はほぼ横ばいで推移すると見込んで算出しまし

た。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２(2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に２か所あり、平成 29(2017)

年 10 月時点から増減はなく、市外の事業所の利用者も多く見られます。利用者のニ

ーズにあった選択ができるよう、市外も含めた事業所の情報収集・情報提供に努めま

す。 

 

 

 

 

〜サービス内容〜 

 一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の場を提供するとと

もに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

５．就労継続支援Ａ型（雇用型） 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 422 人 445 人 428 人 

月間総利用日数 6,676 日 6,760 日 6,842 日 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 455 人 460 人 465 人 

月間総利用日数 6,916 日 6,992 日 7,068 日 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用日数は 15.99 日でした。近

年の実績と現在の状況から、毎年５人の利用者の増加を見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２(2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に 26 か所あり、平成 29(2017)

年 10 月時点と比較すると２か所増加しています。活動内容や利用のペース、送迎の

確保など、利用者のニーズとのマッチングが重要となるため、生きがいや社会参加の

場としても多様な働き方のできる事業所の確保に努めていきます。 

また、福祉的就労の受注拡大や工賃の向上を図るため、「障害者就労施設等からの

物品等の調達方針」に基づき、物品等の調達の推進を図ります。 

 

 

 

〜サービス内容〜 

 一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結ばない就労の場を提供すると

ともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

６．就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数  14 人 17 人 

※平成 30 年度からの新規事業 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 25 人 30 人 35 人 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度末の月間利用実績は 17 人でした。今後の一般就労移行者の増加とその

利用により、毎年５人の利用者の増加を見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

平成 30 年度にスタートした新規事業であり、令和２(2020）年９月現在サービス提

供事業所は市内に７か所あります。 

 国の基本指針における成果目標として、「就労移行支援事業等を通じて一般就労へ

移行した者のうち７割以上の利用」と、「就労定着率８割以上の就労定着支援事業所

を全体の７割以上」が示されています。就労と生活の両面を見据えた支援により、就

労の継続を図るため、サービスの利用の促進を図ります。 

 

 

 

７．就労定着支援 

〜サービス内容〜 

 一般就労へ移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対して、就労の継続を図

るために就労先・自宅等への訪問や必要な連絡調整・助言などを行います。 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 20 人 20 人 19 人 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 18 人 18 人 19 人 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と現在の状況から、利用状況はほぼ横ばいと見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所（医療機関）は市内にはなく、多

摩地域（市部）では８か所あります。今後も市内での設立の見込みはありませんが、

利用者の動向を見ながら対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜サービス内容〜 

 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看

護、介護及び日常生活の支援を行います。 

８．療養介護 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 83 人 90 人 92 人 

月間総利用日数 467 日 450 日 453 日 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 94 人 96 人 100 人 

月間総利用日数 489 日 499 日 520 日 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用日数は 4.92 日でした。近年

の実績と現在の状況、令和５年度に市外からの事業所の移転により増加予定であるこ

とを勘案し、利用者の増加を見込んで算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２(2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に２か所あり、平成 29(2017)

年 10 月時点から増減はありません。介護する家族を支援するためのレスパイト利用

のほか、介護者の入院や施設入所待機のための利用などニーズは増えていますが、緊

急時の利用確保や、予約が取りにくいといった課題があります。また、アンケートで

は、障害児の介護者の 1/3 は他にも乳幼児や高齢者、病気や障害のある人のケアを担

っているとの回答があり、更なる需要が見込まれます。令和５年度に市外からの事業

所の移転にあわせ増床が見込まれますが、引き続き拡充に努めていきます。 

なお、精神障害者に対しては、平成 18(2006)年度より市内のグループホームを利用

した都型短期入所事業（法外）を実施しています。 

〜サービス内容〜 

 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め障害者支援施設等

において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

９．短期入所（福祉型） 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 21 人 19 人 24 人 

月間総利用日数 179 日 154 日 210 日 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 22 人 22 人 22 人 

月間総利用日数 165 日 165 日 165 日 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度末の実績では、１人あたりの月間平均利用日数は 8.75 日でした。近年

の実績と現在の状況から、利用状況はほぼ横ばいと見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所（医療機関）は市内にはなく、近

隣市の療育病院や療育センター等が利用されていますが、当日の体調によるため事前

予約が難しい、希望通りの利用ができないといった声もあります。今後も市内での設

立の見込みはありませんが、利用者の動向を見ながら対応していきます。 

 

〜サービス内容〜 

 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め病院・診療所等に

おいて、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

10．短期入所（医療型） 
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第３節 居住系サービス 

 

 

 

 

 

 

 

＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数  2 人 1 人 

※平成 30 年度からの新規事業 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 5 人 6 人 7 人 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度末の月間利用実績は１人でした。近年の実績と現在の状況をもとに、

退院後やグループホームから単身生活への移行等を勘案し、今後毎年１人の利用者の

増加を見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

平成 30 年度にスタートした新規事業であり、令和２(2020）年９月現在サービス提

供事業所は市内に３か所あります。定期的な訪問を通じて、家事全般や金銭管理、体

調管理、近隣との関係などに課題はないか確認し、必要な支援や連絡調整を行うこと

によって、地域での生活への移行や継続を支援するサービスであるため、制度の内容

や利用方法について周知を進めていきます。 

 

〜サービス内容〜 

障害者支援施設等の退所者、精神科病院等を退院した者、グループホームの退

居者等に対し、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅

訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 

１．自立生活援助 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 188 人 191 人 209 人 

市内事業所数 27 か所 31 か所 33 か所 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 225 人 230 人 235 人 

市内事業所数 35 か所 36 か所 37 か所 

 

見込量の考え方  

利用者、グループホームの設置箇所ともに毎年増加傾向にあります。今後の需要や

設置予定を見込むとともに、入所施設や精神科病院からの地域移行による利用者も勘

案し、毎年５人の利用者の増加を見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２(2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に 34 か所あり、平成 29(2017)

年 10 月時点と比較すると７か所増加しており、市外のグループホームの利用者も多

くいます。親亡き後の利用を検討している方や、住み慣れた市内での利用を希望する

方もおり、アンケートでも約 17％の人が今後の利用を希望しているなど、引き続き需

要はある状況です。また、地域生活への移行や継続を推進するためにも、新規開設を

希望する事業者へ重度障害や行動障害の方のニーズへの対応についても働きかけな

がら、整備を進めていきます。 

〜サービス内容〜 

 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 

また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービス

も提供します。 

２．共同生活援助（グループホーム） 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 113 人 118 人 120 人 

市内事業所数 1 か所 1 か所 1 か所 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 120 人 120 人 120 人 

市内事業所数 1 か所 1 か所 2 か所 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と施設入所に対するニーズ、地域移行、グループホーム新設等を勘案し、

利用者数は横ばいとして算出しました。なお、令和５年度に市外からの施設移転によ

り 1 か所増加の見込みとなっています。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２(2020）年９月現在、入所施設は市内に１か所あり、平成 29(2017)年 10 月時

点から増減はなく、市外の施設利用者も多い状況です。国の基本指針における成果目

標の１項目として「施設入所者の削減」が掲げられており、地域移行を推進していく

必要がある一方で、入所待機者や今後入所を必要とする方も一定数いる状況です。 

入所者の意向や状況把握、アウトリーチによる働きかけ等について検討を進めると

ともに、真に入所を必要とする方の待機状態の解消に努めていきます。 

 

〜サービス内容〜 

 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

３．施設入所支援 
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第４節 相談支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サービス実績量＞    

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 197 人 235 人 281 人 

※平成 29 年度は３月の利用実績、平成 30 年度以降は月平均利用実績 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間平均利用人数 284 人 288 人 292 人 

 

見込量の考え方  

今後の障害福祉サービス等の利用者の増加を勘案し、毎年４人の利用者の増加を見

込んで算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に 11 か所あり、平成 29（2017）

年 10 月時点と比較すると４か所増加しています。一方で、障害福祉サービス等の利

用者の増加により、新規利用者への対応が困難な状況が続いているため、引き続き各

種サービスを立ち上げる事業者に対し、計画相談支援も併せて立ち上げるよう働きか

けを行い、担い手の確保を図るとともに、相談支援事業所連絡会等を通じて計画作成

の質の向上や課題の共有等に努めていきます。 

〜サービス内容〜 

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作

成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービ

ス等利用計画の作成を行います。 

 また、一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証（モニタリング）を行

い、必要に応じてサービス事業者等との連絡調整、計画の見直し、変更等を行

います。 

１．計画相談支援 
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＜サービス実績量＞   

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 3 人 2.3 人 1.3 人 

※平成 29 年度は年間利用実績、平成 30 年度以降は月平均利用実績 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間平均利用人数 2 人 2 人 2 人 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と現在の状況をもとに、入所施設や精神科病院からの地域移行を勘案し、

月平均の利用状況はほぼ横ばいと見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に４か所あり、平成 29（2017）

年 10 月時点と比較すると１か所増加しています。地域移行の促進とサービスの利用

につなげるため、自立支援協議会を中心に、施設や病院、地域の関係機関による連携、

支援体制やしくみの構築について検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

〜サービス内容〜 

 障害者支援施設や精神科病院等に入所、入院している者に対し、地域移行支援

計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との

調整等を行います。 

２．地域移行支援 
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＜サービス実績量＞   

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 3 人 3.5 人 2.4 人 

※平成 29 年度は年間利用実績、平成 30 年度以降は月平均利用実績 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間平均利用人数 2 人 2 人 2 人 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と現在の状況をもとに、入所施設や精神科病院からの地域移行を勘案し、

月平均の利用状況はほぼ横ばいと見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に４か所あり、平成 29(2017)

年 10 月時点と比較すると１か所増加しています。主に施設や病院から地域移行した

方が地域生活を継続できるよう、個々の状況や必要な支援に応じて自立生活援助との

使い分けなどサービス利用について周知を進めていきます。 

 

〜サービス内容〜 

 居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保

し、緊急時に必要な支援を行います。 

３．地域定着支援 
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第５節 地域生活支援事業 

  

 

障害者に対する理解を深めるための研修や啓発事業を行うとともに、障害者の社会

参加の場を提供しています。 

 対象実施事業  障害者差別解消等啓発事業、障害者週間運営事業、精神障害にも 

対応した地域包括ケアシステム事業 

 

 

 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援するもので、在宅の障害

者やその家族の生活を支援するために、ピアカウンセラーによる相談をはじめとし、

各種相談や情報提供を総合的に行っています。 

 対象実施事業 障害者生活支援事業 

 

 

① 障害者相談支援事業  

障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支

援や権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活や

社会生活を営むことが出来るよう、障害福祉課及び３か所の委託事業所で実施してい

ます。基幹相談支援センターについては現在未設置のため、設置に向けて検討します。 

② 基幹相談支援センター等機能強化事業 

 専門的な職員を配置することにより、専門的な相談支援等を要する困難ケースへの

対応など、相談支援機能の強化を図ることを目的とするもので、２か所の事業所で実

施しています。 

 対象実施事業 地域活動支援センター事業 

③ 住宅入居等支援事業 

 立川市社会福祉協議会により、権利擁護事業を活用して賃貸住宅等への入居を支援

しています。 

 対象実施事業 たちかわ入居支援福祉制度 

１．理解促進研修・啓発事業 

２．自発的活動支援事業 

３．相談支援事業 
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 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方に、制度の利用に要する費用を

補助することにより、権利擁護を図ります。 

 対象実施事業 成年後見制度事業 

＜サービス実績量＞ 

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

成年後見制度事業年間利用者数 4 人 5 人 9 人 

＜サービス見込量＞ 

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

成年後見制度事業年間利用者数 7 人 8 人 9 人 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と継続利用・新規利用状況から、毎年１人の利用者増加を見込んで算出

しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

 障害児のアンケートでは、制度の内容も含めて知っている保護者が４割強に対し、

将来必要になったら利用させたいと考える保護者が６割弱でした。今後も地域あんし

んセンターたちかわ等と連携し、関係機関や支援者を通じて制度の周知や情報提供等

を行い、利用を促進します。 

 

 

 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる

体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援し、権利

擁護を図ることを目的とした事業です。    

本市においては未実施のため、地域において制度利用を推進・支援する地域連携ネ

ットワークの整備・運営を行う中核機関の立ち上げとともに検討を進めていきます。 

４．成年後見制度利用支援事業 

５．成年後見制度法人後見支援事業 
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聴覚、言語機能、音声機能、知的、発達等の障害や難病のため、意思疎通を図るこ

とに支障がある人に、手話通訳や要約筆記等を行う者の派遣等を行い、意思疎通の円

滑化を図ります。 

 対象実施事業 手話通訳者設置事業、意思疎通支援事業（手話通訳・要約筆記） 

 

＜サービス実績量＞   ※月間平均人数 

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

手話通訳者設置事業人数 1 人 1 人 1 人 

手話通訳者派遣利用人数 24 人 23 人 24 人 

手話通訳者延べ派遣人数 55 人 56 人 60 人 

要約筆記者派遣利用人数 3 人 3 人 2 人 

要約筆記者延べ派遣人数 19 人 17 人 15 人 

＜サービス見込量＞ ※月間平均人数 

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

手話通訳者設置事業人数 １人 １人 １人 

手話通訳者派遣利用人数 24 人 24 人 24 人 

手話通訳者延べ派遣人数 57 人 57 人 57 人 

要約筆記者派遣利用人数 3 人 3 人 3 人 

要約筆記者延べ派遣人数 17 人 17 人 17 人 

 

見込量の考え方  

 近年の実績から、手話通訳及び要約筆記の実利用人数、延べ派遣人数共に大きな変

化はなく、横ばいとして算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

 引き続き手話通訳者の窓口配置や養成講座の実施による登録者の確保を行うとと

もに、手話通訳者・要約筆記者の派遣業務委託を併用して円滑な対応を図ります。 

６．意思疎通支援事業 
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障害がある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与します。 

 対象実施事業 日常生活用具給付等事業 

 

＜サービス実績量＞   ※年間給付件数 

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

介護・訓練支援用具 23 件 37 件 24 件 

自立生活支援用具 44 件 40 件 33 件 

在宅療養等支援用具 23 件 21 件 30 件 

情報・意思疎通支援用具 21 件 30 件 31 件 

排せつ管理支援用具 3,203 件 3,240 件 3,534 件 

住宅改修費 7 件 5 件 6 件 

＜サービス見込量＞ ※年間給付件数 

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

介護・訓練支援用具 25 件 25 件 25 件 

自立生活支援用具 40 件 40 件 40 件 

在宅療養等支援用具 25 件 25 件 25 件 

情報・意思疎通支援用具 30 件 30 件 30 件 

排せつ管理支援用具 3,325 件 3,325 件 3,325 件 

住宅改修費 6 件 6 件 6 件 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と現在の状況から、給付件数は横ばいとして算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

 申請に基づき、要綱で定められた日常生活用具を給付、貸与するとともに、要望等

を踏まえ、必要な見直しについて検討していきます。 

７．日常生活用具給付等事業 
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 意思疎通支援事業を担う人材を養成するため、手話通訳者養成講座を実施します。 

 対象実施事業 手話通訳者養成事業 

＜サービス実績量＞ 

項 目 
平成 29 年度末 

(2017) 

平成 30 年度末 

(2018) 

平成 31 年度末 

(2019) 

手話通訳者登録者数 25 人 26 人 27 人 

＜サービス見込量＞ 

項 目 
令和 3 年度末 

(2021) 

令和 4 年度末 

(2022) 

令和 5 年度末 

(2023) 

手話通訳者登録者数 28 人 29 人 30 人 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と現在の状況から、登録者数は令和３年度以降毎年１人の増加を見込ん

で算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

 市が行っている手話通訳者養成講座を終了した方及び同等程度の手話能力を有し

ている方を対象に登録通訳者試験を実施し、今後も登録者の確保に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

８．手話奉仕員養成研修事業 
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屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。 

 対象実施事業 移動支援事業 

＜サービス実績量＞    

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

月間平均利用人数 236 人 229 人 231 人 

月間平均総利用時間 2,800 時間 2,667 時間 2,637 時間 

＜サービス見込量＞  

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

月間平均利用人数 233 人 234 人 235 人 

月間平均総利用時間 2,670 時間 2,690 時間 2,710 時間 

 

見込量の考え方  

平成 31 年度の平均利用実績では、１人あたりの月間平均利用時間は 11.42 時間で

した。近年の実績や現在の状況、利用者のニーズから、毎年１人の利用者の増加を見

込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

 令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に 24 か所あります。また、

市外の事業所を利用する方もいますが、ヘルパー不足の問題や日中活動が休みとなる

土日の余暇利用など、時間帯によって希望通りの利用ができないといった声や利用条

件に関する要望等がアンケートからも見られます。今後もガイドヘルパーの養成につ

いて事業者と検討を行い、必要な人数の確保に努めます。 

 

９．移動支援事業 
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立川市にはⅠ型のセンターが２か所あります。障害のある人が通い、創作的活動又

は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するセンターの機能を

強化します。 

 対象実施事業 地域活動支援センター事業 

＜サービス実績量＞    

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

月間平均利用人数 74 人 57 人 74 人 

市内事業所数 3 か所 2 か所 2 か所 

＜サービス見込量＞  

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

月間平均利用人数 76 人 77 人 78 人 

市内事業所数 2 か所 2 か所 2 か所 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と現在の状況から、毎年１人の利用者増加を見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

平成 30（2018）年度よりサービス提供体制の再編及び機能強化を図り、全ての障害

に対応可能な地域活動支援センターを２か所設置しサービスを実施しています。 

 

 

 

 

10.地域活動支援センター 
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自宅での入浴が困難な障害者に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供

し、身体の清潔の保持、心身機能の維持を図ります。 

 対象実施事業 重度身体障害者巡回入浴サービス事業 

＜サービス実績量＞    

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

月間平均利用人数 17 人 15 人 17 人 

月間平均利用日数 63 日 60 日 65 日 

＜サービス見込量＞  

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

月間平均利用人数 16 人 16 人 16 人 

月間平均利用日数 60 日 60 日 60 日 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と現在の状況から、利用人数・利用日数ともに大きな変化はないものと

見込み横ばいとして算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

利用者負担は、市民税所得割額が 246,000 円以下の方は無料、それを超える方は１

回あたり 500 円となっており、引き続き必要とする利用者へサービスを提供していき

ます。  

 

 

 

11.訪問入浴サービス事業 
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障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者

等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする事業で、介護人が一時的

に保護します。 

 対象実施事業 在宅心身障害者（児）等緊急一時保護事業 

＜サービス実績量＞    

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

月間平均利用人数(介護人家庭) 6 人 1 人 1 人 

月間平均利用人数(施設利用) 16 人 15 人 19 人 

＜サービス見込量＞  

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

月間平均利用人数(介護人家庭) 1 人 1 人 1 人 

月間平均利用人数(施設利用) 16 人 16 人 16 人 

 

見込量の考え方  

 近年の実績及び利用状況から、介護人家庭・施設利用共に利用は横ばいとして算出

しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

 利用形態は、介護人の家庭において保護する介護人家庭利用と、総合福祉センター

内において、主に生活介護の利用時間外で保護する施設利用があり、引き続き必要と

する利用者へサービスを提供していきます。 

 

 

12.日中一時支援事業 
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保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその親の集まる施設・場に、巡回等支援を

実施し、障害が気になる段階から支援を行うための体制の整備を図ります。 

 対象実施事業 総合発達相談事業「巡回保育相談・５歳児相談」（子ども家庭支援 

センター） 

＜サービス実績量＞    

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

巡回保育相談年間実施回数 103 回 118 回 128 回 

5 歳児相談年間実施件数 183 件 147 件 172 件 

＜サービス見込量＞  

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

巡回保育相談年間実施回数 130 回 130 回 130 回 

5 歳児相談年間実施件数 175 件 180 件 185 件 

 

見込量の考え方  

巡回保育相談は近年の実績から、５歳児相談は対象を市外の園にも拡充することを

見込んで算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

認可保育園や幼稚園等への巡回保育相談や、年中児の保護者を対象として利用して

いる園に出向いて行う５歳児相談を引き続き実施していきます。 

 

 

 

 

13.巡回支援専門員整備 
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障害者等の交流、余暇活動の質の向上、体力増強等に資するためのレクリエーショ

ン活動等を実施し、社会参加を促進します。 

 対象実施事業 障害者スポーツ大会、ふれあいの広場 

 

 

文字による情報入手が困難な視覚障害の方に対し、地域生活を営む上で必要な情報

を提供することにより、社会参加を促進します。 

 対象実施事業 声の広報 

＜サービス実績量＞    

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

提供件数(発行 1 回あたり) 25 件 26 件 27 件 

＜サービス見込量＞  

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

提供件数(発行 1 回あたり) 25 件 25 件 25 件 

 

見込量の考え方  

 概ね同一の方に定期的に提供しているため、近年の実績と現在の状況から 1 回当た

り 25 件の利用で推移すると見込みました。 

 令和２年７月より、市のホームページに声の広報（広報たちかわ音声版）の掲載を

始めました。 

サービスの提供と確保のための方策  

 広報たちかわの内容を録音し、身体障害者手帳４級以上の希望される方へ無料で郵

送します。 

 

14.レクリエーション活動等支援 

15.点字・声の広報等発行 
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自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。 

 対象実施事業 心身障害者自動車運転免許取得費補助事業、重度身体障害者自動車 

改造費補助 

＜サービス実績量＞    

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

自動車運転免許取得年間助成件数 4 件 4 件 6 件 

自動車改造年間助成件数 1 件 2 件 5 件 

＜サービス見込量＞  

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

自動車運転免許取得年間助成件数 4 件 4 件 4 件 

自動車改造年間助成件数 3 件 3 件 3 件 

 

見込量の考え方  

 近年の実績を基に、おおよその平均値を年間件数として算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

 引き続き必要な経費について、基準に基づき助成します。 

 

 

 

 

 

 

16.自動車運転免許取得・改造助成 
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就労移行支援事業又は自立訓練事業の利用者及び障害者総合支援法附則第 41 条第

１項に規定する身体障害者更生援護施設入所者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促

進を図ります。 

 対象実施事業 更生訓練費の支給 

＜サービス実績量＞    

項 目 
平成 29 年度 

(2017) 

平成 30 年度 

(2018) 

平成 31 年度 

(2019) 

月間平均利用人数 6 人 3 人 4 人 

＜サービス見込量＞  

項 目 
令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度 

(2022) 

令和 5 年度 

(2023) 

月間平均利用人数 4 人 4 人 4 人 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と現在の利用状況から、利用人数は横ばいとして算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

 障害者自立支援法（現行法では障害者総合支援法）の施行前は更生訓練費の給付は

必須でしたが、法施行後は各自治体の判断で給付を行っています。 

17.更生訓練費給付 
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第６章 障害児通所支援等の見込量 

第１節 障害児通所支援 

 

 

 

 

 

＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 123 人 151 人 169 人 

月間総利用日数 994 日 1,156 日 1,247 日 

市内事業所数 6 か所 7 か所 8 か所 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 185 人 190 人 195 人 

月間総利用日数 1,388 日 1,425 日 1,463 日 

市内事業所数 9 か所 10 か所 10 か所 

 

見込量の考え方  

利用者、事業所ともに毎年増加傾向にあります。今後も一定量の増加は続くものと

考え、毎年５人の利用者と利用日数増加を見込んで算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に９か所あり、平成 29（2017）

年 10 月時点と比較すると３か所増加しており、近隣市の事業所の利用者もいます。 

利用者のニーズとのマッチングや送迎の有無などから空きがなく利用できないとい

った声もあるため、適正な運営やサービス内容の質に留意しながら確保に努めます。 

〜サービス内容〜 

未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能

の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。 

１．児童発達支援 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 2 人 2 人 1 人 

月間総利用日数 8 日 10 日 10 日 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 2 人 2 人 2 人 

月間総利用日数 12 日 12 日 12 日 

 

見込量の考え方  

 近年の実績と現在の状況から、利用状況はほぼ横ばいで推移すると見込んで算出し

ました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所（医療機関）は市内にはなく、都

内では東京都が設置する５か所の療育センターのみとなっています。今後も市内での

設立の見込みはありませんが、利用者の動向を見ながら対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

〜サービス内容〜 

 未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能

の付与、集団生活への適応訓練等の支援のほか、医療の提供を行います。 

２．医療型児童発達支援 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 248 人 296 人 303 人 

月間総利用日数 3,142 日 3,604 日 3,365 日 

市内事業所数 14 か所 15 か所 16 か所 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 370 人 390 人 410 人 

月間総利用日数 3,996 日 4,212 日 4,428 日 

市内事業所数 20 か所 21 か所 22 か所 

 

見込量の考え方  

利用者、事業所ともに毎年増加傾向にあります。今後も一定量の増加は続くものと

考え、毎年 20 人の利用者と利用日数増加を見込んで算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に 16 か所あり、平成 29（2017）

年 10 月時点と比較すると２か所増加しており、近隣市の事業所の利用者もいます。 

児童発達支援と同様に、利用者のニーズとのマッチングなどから空きがなく利用でき

ないといった声があり、医療的ケア児や重症心身障害児の受入れ可能な事業所がない

ことも課題となっています。また、アンケートでも、未就学児の約 2/3 が今後の利用

を希望しています。引き続き適正な運営やサービス内容の質に留意しながら、地域の

ニーズについて開設希望事業者へ働きかけ、事業所の確保に努めます。 

〜サービス内容〜 

 就学中の障害児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能

力向上のための訓練等を継続的に提供するとともに、放課後等の居場所づく

りを促進します。 

３．放課後等デイサービス 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 0 人 0 人 1 人 

月間総利用日数 0 日 0 日 10 日 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 3 人 3 人 3 人 

月間総利用日数 24 日 24 日 24 日 

 

見込量の考え方  

近年の実績と現在の状況から、利用者数は３人とし、1 人当たりの月間平均利用日

数を８日として算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内にはありません。今後、児

童発達支援センターでの実施事業として検討するとともに、民間事業所への働きかけ

や保育所等への制度周知を図ります。 

 

 

 

 

 

 

〜サービス内容〜 

 保育所等を利用する障害児に対し、訪問により保育所等における集団生活の

適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 

４．保育所等訪問支援 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数  0 人 0 人 

月間総利用日数  0 日 0 日 

※平成 30 年度から新規サービス開始 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間利用人数 1 人 1 人 1 人 

月間総利用日数 5 日 5 日 5 日 

 

見込量の考え方  

 平成 31 年度末時点での利用実績はありませんでしたが、支給決定を受けた利用者

は若干います。近年の実績と現在の状況から、利用者数は１人とし、1 人当たりの月

間平均利用日数を５日として算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２（2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内にはなく、多摩地域（市部）

では２か所あります。今後も市内での設立の見込みはありませんが、利用者の動向を

見ながら対応していきます。 

〜サービス内容〜 

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して日

常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

５．居宅訪問型児童発達支援 
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第２節 障害児相談支援等 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サービス実績量＞    

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

月間利用人数 82 人 100 人 122 人 

※平成 29 年度は３月の利用実績、平成 30 年度以降は月平均利用実績 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

月間平均利用人数 134 人 141 人 147 人 

 

見込量の考え方  

 今後の障害児通所支援等の利用者の増加を勘案し、毎年一定程度の利用者の増加は

続くものと見込んで算出しました。 

サービスの提供と確保のための方策  

令和２(2020）年９月現在、サービス提供事業所は市内に６か所あり、平成 29(2017)

年 10 月時点と比較すると増減はありません。一方で、障害児通所支援等の利用者は

大幅に増加しており、相談員の不足から新規利用者への対応が困難な状況が続いてい

ます。引き続き各種サービスを立ち上げる事業者に対し、障害児相談支援も併せて立

ち上げるよう働きかけを行い、担い手の確保を図るとともに、相談支援事業所連絡会

等を通じて計画作成の質の向上や課題の共有等に努めていきます。 

〜サービス内容〜 

障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、

支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利

用計画の作成を行います。 

また、一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証（モニタリング）を行い、

必要に応じてサービス事業者等との連絡調整、計画の見直し、変更等を行いま

す。 

１．障害児相談支援 
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＜サービス実績量＞   ※ 各年度３月の実績 

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

配置数  0 人 0 人 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

配置数 0 人 0 人 1 人 

※役割やあり方を検討したうえで、配置についての協議を進める 

 

見込量の考え方  

 平成 30 年度から新たに位置づけられた取組です。 

 本市では「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」受講済の相談支援専門員が

市内の事業所に４名おり、そのうち１名が医療的ケア児支援のための関係機関の協議

の場である「立川市医療的ケア児支援関係者会議」の委員として参加していますが、

自治体によるコーディネーターの配置はできていません。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

 医療的ケア児が適切な支援を受けられるようにするため、医療的ケア児支援関係者

会議等において、コーディネーターの役割やあり方を検討したうえで、配置について

の協議を進めていきます。 

 

 

〜サービス内容〜 

 人工呼吸器を装着しているなど、日常生活を営むために医療を要する状態に

ある障害児や、重症心身障害児等（医療的ケア児）が地域で安心して暮らすこ

とを支えるため、医療的ケア児に対する支援を総合的に調整する職員を配置す

るものです。 
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＜サービス実績量＞  

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

年間受講者数   8 人 

 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

年間受講者数 8 人 8 人 8 人 

 

 

見込量の考え方  

 今後も、毎年事業を実施していくことを見込んで算出しました。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

 平成 31（2019）年度から新たに開始した事業で、今後もおおむね２歳から 10 歳の

子どもの保護者を対象として実施していく予定です。  

 

 

 

 

 

 

〜サービス内容〜 

 育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、地

域の支援者が効果的に支援できるよう設定されたグループ・プログラムです。 

３．ペアレントプログラムの実施 
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＜サービス実績量＞  

項 目 平成 29(2017)年度 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 

ペアレントメンターの人数 0 人 1 人 2 人 

活動件数 0 件 3 件 14 件 

＜サービス見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

ペアレントメンターの人数 4 人 5 人 6 人 

活動件数 15 件 15 件 15 件 

       

見込量の考え方  

 東京都は、平成 29（2017）年度から「ペアレントメンター養成派遣事業」を実施し

ています。現在３名の立川市の方が、ペアレントメンター養成研修を受講修了し、東

京都ペアレントメンター事務局に登録しています。今後も、本事業に協力するととも

に、活躍の場を設けていきます。 

 

サービスの提供と確保のための方策  

 東京都ペアレントメンター事業の養成研修に毎年市から紹介して、登録人数を増や

していき、「おしゃべり会」等において活動をしていただきます。 

 

〜サービス内容〜 

 発達障害のある子どもの子育てを経験し、かつ相談支援に関する研修を受け

た方が、同じような子どもを持つ親に対して、専門家とは違う視点で共感的な

支援を行いながら、地域資源についての情報を提供したり、体験談を話したり

します。 

４．ペアレントメンターの活動 
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第３節 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備 

 

障害児の子ども・子育て支援等については、「第４次 夢育て・たちかわ子ども 21

プラン（令和２（2020）年〜令和６（2024）年度）」の中で、幼稚園・保育園等にお

ける一人ひとりに配慮した保育や学びの提供として、「幼稚園や保育園等において、

保育士等の加配などにより、障害のある乳幼児の受入れに取り組み、一人ひとりに配

慮した保育や学びを提供する。」、「学童保育所においても、引き続き、障害のある児

童の受入れに取り組むとともに、総合福祉センター学童保育所においては、一人ひと

りの成長に合わせた自立への支援を行う。」としています。 

また、「立川市第２次発達支援計画（令和２（2020）年〜令和６（2024）年度）」で

は、「すべての子どもが地域で安心してすごしていけるように、あらゆる機関との連

携とコーディネートの力を強化し、途切れ・すき間のない子ども支援・発達支援を目

指します。」とし、保育所では、「保護者が保育を必要としている障害児や発達支援の

必要な乳幼児については、継続して保育園の入園を行う。受け入れについては、保育

環境、人的配置、人材育成の体制等、各保育園の状況に応じて合理的配慮のもと行う。」、

「幼稚園への障害児や発達支援の必要な幼児の入園については、幼稚園が子どもの状

態と保護者の意向を踏まえた上で、保護者の合意を得て判断する」とし、認可保育園

全園で障害児を受け入れています。 

 そのほか、認可保育園や幼稚園、学童保育所を対象に、巡回保育相談等を実施し、

障害児を受け入れている保育園等を支援しています。 

なお、平成 31（2019）年度より、特別な支援を要する児童を受け入れる幼稚園また

は認定こども園に対し、その支援のために職員を加配する場合に、人件費の一部を助

成することで、特別支援教育の充実を図る「立川市私立幼稚園等教育支援補助金」が

創設されました。 
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１．保育所   

 

 

 

 

＜障害児の利用状況＞   ※各年度４月時点  

項 目 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 令和 2(2020)年度 

障害児童数 111 人 113 人 96 人 

保育園数 36 か所 36 か所 36 か所 

＜利用見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

障害児童数 110 人 110 人 110 人 

 

２．認定こども園   

 

 

 

 

＜障害児の利用状況＞   ※各年度５月１日時点  

項 目 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 令和 2(2020)年度 

障害児童数 9 人 9 人 10 人 

園数 1 か所 2 か所 3 か所 

※平成 30 年度、平成 31 年度、令和２年度に各１園幼稚園から移行 

＜利用見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

障害児童数 15 人 15 人 15 人 

 

〜サービス内容〜 

保護者の方が働いていたり、病気などのために日々保育が必要な児童（０

歳〜就学前）を保護者に代わって保育します。 

〜サービス内容〜 

就学前の子どもに幼児教育・保育を一体的に行うとともに、子育て支援を

行います。 
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３．幼稚園   

 

 

＜障害児の利用状況＞   ※各年度５月１日時点  

項 目 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 令和 2(2020)年度 

障害児童数 34 人 19 人 18 人 

園数 10 か所 ９か所 ８か所 

※別途、認定類似施設１園あり 

＜利用見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

障害児童数 25 人 25 人 25 人 

 

４．放課後児童健全育成事業（学童保育）   

 

 

 

＜障害児の利用状況＞   ※各年度５月１日時点  

項 目 平成 30(2018)年度 平成 31(2019)年度 令和 2(2020)年度 

在籍可能障害児童数 115 人 131 人 131 人 

利用障害児童数 49 人 49 人 44 人 

学童保育所数 36 か所 37 か所 37 か所 

＜利用見込量＞ 

項 目 令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

障害児童数 50 人 50 人 50 人 

 

 

〜サービス内容〜 

３歳から学齢前の幼児を対象に幼児教育を行う学校です。 

〜サービス内容〜 

就労等により、昼間に保護者が家庭にいない小学生を対象に、放課後の適

切な遊びや生活の場を提供します。 

上記１〜４における「障害児童数」は、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の所

持のほか、児童相談所等の専門公的機関や医師により障害児と判定・診断された児童等を集計。 
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資料編 

１ 「第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」策定の経過 

 

開 催 日 内 容 

令和２(2020)年４月 28 日 

第１回障害者施策推進委員会 

(コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止。資料

配布のみ) 

令和２(2020)年４月 30 日 

第１回自立支援協議会 

(コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止。資料

配布のみ) 

令和２(2020)年 

６月１日〜６月 26 日 

市民アンケート調査実施 

市内在住の障害福祉(障害児通所支援)サービスを利用

する障害者・障害児を対象に、それぞれアンケート調査

を実施 

令和２(2020)年 

６月 24 日〜７月３日  

事業所アンケート調査実施 

市内の指定特定相談支援事業所を対象にアンケート調

査を実施 

令和２(2020)年７月 28 日 

第１回障害者計画等策定連絡会 

・障害福祉計画等の概要について 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定ス

ケジュールについて 

・基本的な指針について(厚生労働省告示) 

①成果目標 

②障害福祉サービス等及び通所支援等の必要な見込量 

・計画の骨子(案)について 

・アンケート調査について 

令和２(2020)年８月 21 日 

第２回障害者施策推進委員会 

・第６次障害者計画について 

・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の進捗管

理について 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定に

ついて 

①計画の概要について 

②計画の策定スケジュールについて 

③計画策定に向けたアンケート調査について 

④計画の骨子(案)について 

⑤成果目標及び各サービス等の見込量(たたき台)につ

いて 

令和２(2020)年９月 18 日 

第２回自立支援協議会 

・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の進捗管

理について 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定に

ついて 

①計画の概要及び骨子(案)について 

②成果目標及び各サービス等の見込量(たたき台)につ

いて 
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令和２(2020)年９月 28 日 

第２回障害者計画等策定連絡会 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の成果目

標について 

・障害福祉サービス等及び通所支援等の必要な見込量に

ついて 

令和２(2020)年 10 月 21 日 

第３回障害者計画等策定連絡会 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の成果目

標について 

・障害福祉サービス等及び通所支援等の必要な見込量に

ついて 

令和２(2020)年 10 月 23 日 

第３回障害者施策推進委員会 

・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の進捗管

理について 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定に

ついて 

令和２(2020)年 11 月２日 

第３回自立支援協議会 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定に

ついて 

①計画素案（案）について 

②今後の策定スケジュールについて 

令和２(2020)年 12 月 15 日〜 

令和３(2021)年１月 12 日 

パブリックコメント実施 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画素案につ

いて 

令和３(2021)年１月 29 日 

第４回障害者計画等策定連絡会 

【書面開催】 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画素案のパ

ブリックコメントの結果と市の考え方について 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画素案から

の変更点について 

令和３(2021)年２月９日 

第４回障害者施策推進委員会 

【書面開催】 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画素案のパ

ブリックコメントの結果と市の対応等について 

令和２(2020)年３月９日 

第４回自立支援協議会 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画素案のパ

ブリックコメントの結果と市の対応等について 
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２ 令和２（2020）年度立川市自立支援協議会 

（１）立川市自立支援協議会委員名簿 

（令和２（2020）年 10 月現在） 

区 分 氏 名 所 属 等 

学識経験者 加瀬 進 東京学芸大学特別支援科学教授 

立川市相談支援事業受託事業所 寺田 悦子 円グループ 

立川市相談支援事業受託事業所 鶴園 誠 自立生活センター・立川 

立川市相談支援事業受託事業所 須﨑 篤 立川市社会福祉協議会 

サービス事業者(計画相談) 飯田 絵里 相談支援事業所 暖 

サービス事業者(計画相談) 遠藤 雅子 イドコロ相談所 

サービス事業者(居宅) 大山 悦子 三多摩福祉会 コスモス立川 

サービス事業者(通所) 宮本 浩史 立川福祉作業所(たちふく) 

サービス事業者(グループホーム) 木村 憲介 いろりん 

サービス事業者(施設) 鈴木 雄大 すみれ会 武蔵立川学園 

サービス事業者(児童) 小林 拓哉 LITALICO ジュニア立川南口教室 

医療関係者 石倉 菜子 立川市医師会 

弁護士 長谷川 敬祐 西東京きらり法律事務所 

保健・福祉関係者 西山 直美 東京都多摩立川保健所 

教育・雇用・立川市就労支援事業 前芝 博樹 立川公共職業安定所 

教育・雇用・立川市就労支援事業 山本 剛  東京都立武蔵台学園 

教育・雇用・立川市就労支援事業 比留間 敏郎 立川市社会福祉協議会 

障害者虐待防止関係者 岡部 俊一 立川市社会福祉協議会 

民生委員・児童委員 柴 和範 立川市民生委員・児童委員協議会 

商工業関係者 小林 仁志 いなげやウイング 

家族会 藤田 彩也子 
立川市肢体不自由児・者父母の会

たつのこ 

家族会 水野 夏美 立川市手をつなぐ親の会 

家族会 岡田 治 立川精神障害者家族会立川麦の会 

当事者(聴覚) 澤内 清志 立川市聴覚障害者協会 

当事者(知的又は精神) 泉口 哲男 － 

【任期】平成 31（2019）年４月〜令和３（2020）年３月 

 

（２）立川市自立支援協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第

123 号。以下「障害者総合支援法」という。）第 89 条の３第１項の規定に基づき、関係機関

が地域における障害者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関の連携の

強化及び課題の解決に向けた協議を行うため、立川市自立支援協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置する。 



   資料編 

２_令和２（2020）年度立川市自立支援協議会 

- 84 - 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議し、及び検討する。 

(１) 障害者総合支援法第 89 条の３第１項に規定する協議会に関すること。 

(２) 相談支援事業の評価及び育成に関すること。 

(３) 相談支援事業の中立性及び公平性の確保に関すること。 

(４) 困難事例への対応方針に関すること。 

(５) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。 

(６) 地域の障害福祉に関する社会資源の把握、開発及び改善に関すること。 

(７) 障害福祉計画及び障害児福祉計画の推進に関すること。 

(８) 障害福祉計画及び障害児福祉計画の見直し又はこの計画に関連して作成する計画に関

すること。 

(９) 障害者の虐待防止に関すること。 

(10) 障害者及びその家族が地域社会において自立した生活をしていくための課題に関する

こと。 

(11) その他必要な事項に関すること。 

（委員） 

第３条 協議会は、委員 25 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 立川市障害者相談支援事業実施要綱（平成 19 年６月１日市長決定）第１条に規定する

事業を受託している事業所に従事する者 

(２) 障害福祉サービス事業に従事する者 

(３) 保健及び福祉関係の業務に従事する者 

(４) 教育及び雇用関係機関の職員又は立川市障害者就労支援事業実施要綱（平成 13 年４月

１日市長決定）第１条に規定する事業を受託している事業所に従事する者 

(５) 障害者関係団体に所属する者 

(６) 民生委員児童委員 

(７) 商工業関係者 

(８) 障害者虐待防止関係者 

(９) 学識経験者 

(10) 弁護士 

(11) 医療関係者 

(12) 警視庁立川警察署の職員 

(13) 障害者等又はその家族 

(14) その他市長が必要と認めた者 

３ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任

は妨げない。 

（会長等） 

第４条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席又は資料の提出を求めるこ

とができる。 

（運営会議） 

第６条 第２条各号に掲げる事項のうち重要な事項、協議会のあり方等について実務的な 

検討を行うため、協議会に運営会議を置く。 

２ 運営会議は、協議会の委員のうち会長が指名した者並びに第７条第４項に規定する部会
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長及び副部会長をもって組織する。 

３ 運営会議に運営会議会長を置き、会長を充てる。 

４ 運営会議会長に事故があるときは、運営会議に属する者のうちから運営会議会長があら

かじめ指名する者がその職務を代理する。 

５ 運営会議は、必要に応じて運営会議会長が招集する。 

６ 運営会議は、必要があると認めたときは、運営会議に属する者以外の者の出席又は資料

の提出を求めることができる。 

７ 前各項に規定するもののほか、運営会議の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って

定めるものとする。 

（専門部会） 

第７条 協議会の所管事項に関する内容のうち特定事項を検討するため、協議会に専門部会

を置く。 

２ 専門部会の部会員は、第３条第２項各号に掲げる者から市長が委嘱する。 

３ 部会員の任期は、２年とし、補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任は、妨げない。 

４ 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によって定める。 

５ 専門部会は、必要に応じて部会長が招集する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

７ 専門部会は、必要があると認めたときは、部会員以外の者の出席又は資料の提出を求め

ることができる。 

８ 前各項に規定するもののほか、専門部会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って

定めるものとする。 

（謝礼） 

第８条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払い、又は記念品を贈呈するものとする。 

（守秘義務） 

第９条 委員及び部会員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、また同様とする。 

（庶務） 

第 10 条 協議会の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。 

（委任） 

第 11 条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成 20 年１月１日から施行する。 

２ この要綱により初めて任命される委員の任期は、第３条第３項の規定にかかわらず平成

21 年３月 31 日までとする。 

附 則（平成 23 年３月 29 日要綱第 102 号） 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年４月１日要綱第 10 号） 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年３月 31 日要綱第 51 号） 

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29 年５月１日要綱第 62 号） 

この要綱は、平成 29 年５月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年３月 29 日要綱第 24 号） 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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３ 令和２（2020）年度立川市障害者施策推進委員会 

（１）立川市障害者施策推進委員会委員名簿 

（令和２（2020）年 10 月現在） 

区 分 氏 名 所 属 等 

学識経験者 石渡 和実 
東洋英和女学院大学大学院 

人間科学研究科教授 

関係機関 

河野 はるみ 立川市民生委員・児童委員協議会  

川﨑 淳子 立川市教育委員会指導課統括指導主事 

小澤 真治 立川市社会福祉協議会 

斉藤 彩花 立川社会福祉士会 

野村 哲 立川市法人立保育園園長会 

関係団体 

日下部 美佳 立川市肢体不自由児・者父母の会たつのこ 

西城 実和子 立川市手をつなぐ親の会 

岡田 治 立川精神障害者家族会立川麦の会 

滝 富加 立川市視覚障害者福祉協会 

朝野 芳嗣 立川市聴覚障害者協会 

盛 健一 
立川民間精神障害福祉サービス連絡会 

地域活動支援センター連 

大石 幸治 自立生活センター・立川 

市民公募 加藤 みどり 在宅障害者の保障を考える会 

【任期】平成 31（2019）年４月〜令和３（2020）年３月 

 

（２）立川市障害者施策推進委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第３項の規定による立川市障害

者計画（以下「障害者計画」という。）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 88 条第１項の規定による立川市障害福祉

計画（以下「障害福祉計画」という。）及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 33

条の 20 第１項の規定による立川市障害児福祉計画（以下「障害児福祉計画」という。）

の推進等に係る検討を行うため、立川市障害者施策推進委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。 

(１) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の推進に関すること。 

(２) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の見直し又はこれらの計画に関 

連して作成する計画に関すること。 

(３) その他必要な事項に関すること。 

（委員） 

第３条 委員会は、委員 16 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する。 

(１) 市民 ３人以内 
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(２) 学識経験を有する者 １人 

(３) 関係機関の職員 ５人以内 

(４) 関係団体が推薦する者 ７人以内 

３ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

（委員長等） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

（謝礼及び記念品） 

第６条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払い、又は記念品を贈呈するものとする。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 17 年７月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年４月１日） 

この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年４月１日） 

この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年４月１日） 

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 23 年８月５日要綱第 50 号） 

この要綱は、平成 23 年８月５日から施行する。 

附 則（平成 25 年３月 29 日要綱第 199 号） 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年４月１日要綱第 41 号） 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月 17 日要綱第 28 号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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４ 立川市障害者計画等策定連絡会 

 

立川市障害者計画等策定連絡会設置要綱 
（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第３項の規定による立川市障害者計

画（以下「障害者計画」という。）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成 17 年法律第 123 号）第 88 条第１項の規定による立川市障害福祉計画（以下「障

害福祉計画」という。）及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 33 条の 20 第１項の規

定による立川市障害児福祉計画（以下「障害児福祉計画」という。）を策定するため、立川市

障害者計画等策定連絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 連絡会は、次の各号に掲げる事項を処理する。 

(１) 障害者計画の策定に関すること。  

(２) 障害福祉計画の策定に関すること。 

(３) 障害児福祉計画の策定に関すること。 

(４)  その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、福祉保健部長を充て、副会長は、子ども家庭部長及び保健医療担当部長を充て

る。 

３ 委員は、別表に定める者を充てる。 

（職務） 

第４条 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 委員は、会長の命を受けて連絡会の事務に従事する。 

（会議） 

第５条 連絡会は、必要に応じて会長が招集する。 

（関係職員の出席等） 

第６条 連絡会は、必要があると認めたときは、委員以外の職員の出席又は資料の提出を求

めることができる。 

（庶務） 

第７条 連絡会の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱の施行について必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成 26 年 10 月１日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。 

(１) 立川市障害福祉計画策定連絡会設置要綱（平成 18 年 10 月１日市長決定） 

(２) 立川市障害者計画策定連絡会設置要綱（平成 21 年７月 28 日市長決定） 

附 則（平成 27 年４月１日要綱第 97 号） 

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29 年８月８日要綱第 92 号） 

１ この要綱は、平成 29 年８月８日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日から平成 30 年３月 31 日までの立川市障害者計画等策定連絡会設置要綱（以下「新

要綱」という。）第１条の規定については、新要綱第１条中「児童福祉法（昭和 22 年法律第

164 号）第 33 条の 20 第１項」とあるのは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成28年法律第65号）附則第10条」



資料編 

４_立川市障害者計画等策定連絡会 

- 89 - 

 

と読み替えるものとする。 

附 則（平成 30 年 11 月 16 日要綱第 89 号） 

この要綱は、平成 30 年 12 月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月７日要綱第 84 号） 

この要綱は、令和２年７月７日から施行する。 

 

 

別表（第３条関係） 

総合政策部企画政策課長、総合政策部行政経営課長、財務部財政課長、子ども家庭部子育て

推進課長、子ども家庭部子ども家庭支援センター長、子ども家庭部子ども育成課長、子ども

家庭部保育課長、福祉保健部福祉総務課長、福祉保健部障害福祉課長、福祉保健部健康推進

課長、教育委員会事務局教育部指導課長、教育委員会事務局教育部教育支援課長及び教育委

員会事務局統括指導主事
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５ 第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画策定のためのアンケート調査 

（１）立川市第６期障害福祉計画策定のためのアンケート調査 

１ 調査の目的 

障害者総合支援法第 88 条（市町村障害福祉計画）第５項に基づき、「立川市第６期障害福

祉計画」（計画期間：令和３（2021）年度〜５（2023）年度）を策定するための基礎資料とし

て、市内に居住する障害福祉サービス利用者を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

２ 対象者 

令和２（2020）年３月末時点の障害福祉サービス受給者 1,482 人の中から抽出した 700 人。 

 

 令和２（2020）年３月末時点 

 

 

 

 

 

 

※重複障害の方がいるため、区分ごとの受給者数の合計と、総受給者数は一致しません。 

 

身体障害については、対象年齢に偏りがないよう対象者を抽出しました。また、免疫機能

障害については、プライバシーを配慮して調査対象から除外しました。なお、知的障害、精

神障害は年代に関係なく、無作為に抽出しています。 

 

年代別アンケート依頼対象者人数【障害福祉サービス利用】 

年齢 身体、難病 知的 精神 計 

0〜19 10 人 16 人 0 人 26 人 

20〜29 21 人 91 人 17 人 129 人 

30〜39 20 人 61 人 40 人 121 人 

40〜49 36 人 78 人 59 人 173 人 

50〜59 58 人 35 人 63 人 156 人 

60〜69 22 人 17 人 20 人 59 人 

70〜79 20 人 2 人 1 人 23 人 

80 歳以上 13 人 0 人 0 人 13 人 

合計 200 人 300 人 200 人 700 人 

 

３ 調査期間 

 令和２（2020）年６月１日にアンケート調査を対象者へ郵送し、回答期限を６月 26 日に設

定しました。 

区分 障害福祉サービス受給者 構成比 調査対象者 

身体障害、難病 464 人 31.3% 200 人 

知的障害 762 人 51.4% 300 人 

精神障害 483 人 32.6% 200 人 

総受給者数 ※ 1,482 人 - 700 人 
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４ 調査方法 

 無記名で回答していただき、アンケート調査を発送した際に同封した専用封筒で回答を返

送していただきました。なお、アンケート調査にはルビをふりました。 

   

５ 回収状況 

 期限後に提出があったものを含め、合計 345 人から回答があり、回収率は 49.29％でした。 

 

６ 調査項目 

 調査項目については、次のとおりです。 

 

区  分 調  査  項  目 

アンケート調査の記入者 アンケート調査の記入者 

Ⅰ 調査対象者について 年齢、性別、家族構成、居住場所 

Ⅱ 障害の状況について 障害手帳等種別、障害等級、医療的ケアの有無 

Ⅲ 日常生活の支援について 

支援状況について(食事、調理、トイレ、入浴、服薬

管理、コミュニケーション、外出等) 

日常的な支援者の有無、かかりつけ医師の有無 

Ⅳ 日中活動や就労について 
外出・運動の状況、平日日中の過ごし方、就労希望の

有無、就労にあたって必要な支援 

Ⅴ 相談や情報入手について 相談相手の有無、情報の入手先 

Ⅵ 福祉サービス等の利用につ

いて 

障害支援区分、利用サービス、今後の利用意向 

Ⅶ 災害時の対策、緊急時の対

応について 

避難の可否、支援者の有無、個人情報の提供、ヘルプ

カード、ヘルプマーク 

Ⅷ 差別や権利擁護のことにつ

いて 

市の条例について、差別的対応の有無、成年後見制度

の活用 

Ⅸ 今後の生活について 暮らしの希望、暮らしの心配事 

Ⅹ 障害者施策等に関する意

見・要望 

自由記載 

 

 

（２）立川市第２期障害児福祉計画策定のためのアンケート調査 

１ 調査の目的 

児童福祉法第33条の20に基づき、「立川市第２期障害児福祉計画」（計画期間：令和３（2021）

年度〜５（2023）年度）を策定するための基礎資料として、市内に居住し障害児通所支援を

利用されている方を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

２ 対象者 

令和２（2020）年３月末時点の障害児通所支援利用者 547 人の中から抽出した 500 人。 
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 【障害児通所支援利用者の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数サービスの支給決定を受けている方がいるため、サービスごとの受給者数の合計と 

総受給者数は一致しません。 

 

３ 調査期間 

 令和２（2020）年６月１日にアンケート調査を対象者へ郵送し、回答期限を６月 26 日に設

定しました。 

 

４ 調査方法 

 無記名で回答していただき、アンケート調査を発送した際に同封した専用封筒で回答を返

送していただきました。なお、アンケート調査にはルビをふりました。 

   

５ 回収状況 

 期限後に提出があったものを含め、合計 300 人から回答があり、回収率は 60.0％でした。 

 

６ 調査項目 

 調査項目については、次のとおりです。 

 

区  分 調  査  項  目 

アンケート調査の記入者 アンケート調査の記入者 

Ⅰ 調査対象者について 年齢、性別、家族構成 

Ⅱ 障害の状況について 障害手帳等種別、障害等級、医療的ケアの有無 

Ⅲ 日常生活の支援につい

て 

支援状況について(食事、トイレ、入浴、コミュニケーショ

ン、外出等) 

日常的な支援者の有無、かかりつけ医師の有無 

Ⅳ 保育・教育等の状況に

ついて 

通園・通学の状況、通園・通学の心配ごと、進路の希望 

Ⅴ 主にお子さまのケアを

している方について 

調査対象者以外のケアの有無、仕事の有無、相談相手の有

無、情報の入手先 

Ⅵ 福祉サービス等の利用

について 

障害支援区分、利用サービス、今後の利用意向 

Ⅶ 災害時の対策、緊急時

の対応について 

避難の可否、支援者の有無、個人情報の提供、ヘルプカー

ド、ヘルプマーク 

Ⅷ 差別や権利擁護のこと

について 

市の条例について、差別的対応の有無、成年後見制度の活

用 

Ⅸ 将来の希望について 将来の暮らしの希望、暮らしの心配事 

Ⅹ 障害者施策等に関する

意見・要望 

自由記載 

 

サービス種類 障害児通所支援受給者 

児童発達支援 179 人 

医療型児童発達支援 1 人 

放課後等デイサービス 365 人 

保育所等訪問支援 3 人 

居宅訪問型児童発達支援 1 人 

総受給者数 ※ 547 人 
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（３）第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定のための指定特定相

談支援事業所向け調査 

 

１ 調査の目的 

障害者・障害児を対象としたアンケートと別に、サービス提供体制の現状や今後の見通し

等についての意見聴取を目的として、指定特定相談支援事業所を対象にアンケートを実施し

ました。 

 

２ 対象事業所 

 市内特定相談支援事業所（11 事業所） 

 
３ 調査期間 

 令和２（2020）年６月 24 日にアンケート調査を対象事業所へ郵送し、回答期限を７月３日

に設定しました。 

 
４ 調査方法 

 事業所名記名で回答していただき、障害福祉課宛にメールで回答を返送していただきまし

た。 

 

５ 回収状況 

 期限後に提出があったものを含め、合計８事業所から回答があり、回収率は 72.7％でした。 

 

６ 調査項目 

 調査項目については、次のとおりです。 

 

区  分 調  査  項  目 

Ⅰ 利用者のニーズとサー

ビス提供体制の状況に

ついて 

利用者ニーズと提供体制の状況 

(訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、

相談支援、障害児通所支援等) 

Ⅱ 相談支援体制の充実・

強化について 

総合的・専門的な相談支援のための取組、指定特定相談支

援事業所連絡会について 
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６ パブリックコメント 

  

市民の皆様から広く意見をいただき、計画策定の重要な検討資料とするため、意見

募集を行いました。 

 

〇 期間   

令和２（2020）年 12 月 15 日（火）から、 

令和３（2021）年１月 12 日（火）【必着】までの 29 日間 

 

〇 募集案内   

福祉保健部障害福祉課窓口（１番窓口）、３階市政情報コーナー、女性総合セン

ター、子ども未来センター、総合福祉センター（立川市社会福祉協議会）、市内連

絡所（全４か所）、市内地域学習館（全６か所）、市内図書館（全９か所）及び立

川市ホームページ 

 

〇 募集方法   

郵送、ファクス、市ホームページの専用フォーム、障害福祉課窓口、E メール 

 

〇 募集結果   

２名の方から合計４件のご意見をいただきました。ご意見の内容と市の考え方に

ついては、市ホームページ等で閲覧できるようにしました。 
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７ 立川市の障害者（児）サービス事業所・施設数 

令和２（2020）年９月現在 

＜訪問系サービス＞ 

サービス名称 事業所数 サービス名称 事業所数 

居宅介護 31 か所 重度訪問介護 30 か所 

同行援護 12 か所 行動援護  5 か所 

重度障害者等包括支援  0 か所 

 

＜日中活動系サービス＞ 

サービス名称 事業所数 サービス名称 事業所数 

生活介護 14 か所 自立訓練(機能訓練)  0 か所 

自立訓練(生活訓練)  3 か所 宿泊型自立訓練  1 か所 

就労移行支援 10 か所 就労継続支援Ａ型  2 か所 

就労継続支援Ｂ型 26 か所 就労定着支援  7 か所 

療養介護  0 か所 短期入所  2 か所 

 

＜居住系サービス＞ 

サービス名称 事業所数 サービス名称 事業所数 

自立生活援助  3 か所 共同生活援助(グループホーム) 34 か所※ 

施設入所支援  1 か所 

※同一所在は１としてカウント  

 

＜相談支援＞ 

サービス名称 事業所数 サービス名称 事業所数 

計画相談支援 11 か所 地域移行支援  4 か所 

地域定着支援  4 か所 
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＜障害児通所支援等＞ 

サービス名称 事業所数 サービス名称 事業所数 

児童発達支援  9 か所 医療型児童発達支援  0 か所 

放課後等デイサービス 16 か所 保育所等訪問支援  0 か所 

居宅訪問型児童発達支援  0 か所 障害児相談支援  6 か所 

 

＜地域活動支援センター＞ 

名称 所在地 

地域活動支援センターたぁふく 立川市富士見町 2-36-47 

地域活動支援センター連 立川市高松町 1-17-20 
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８ 用語解説 

【あ行】 

アウトリーチ 

主に医療や福祉の分野で、問題を抱えながらも自覚的でなかったり、相談する意欲

を持てなかったりする潜在的な被援助者に対し、予防的・介入的な支援を行うこと。 

 

医療的ケア児 

 医師の指示・指導の下に、経管栄養やたん吸引等の医療行為を日常的に行う必要の

ある児童のこと。 

 

【か行】 

基幹相談支援センター 

障害種別や手帳の有無に関わらず、地域の相談支援の中核的な役割を担う拠点とし

て市町村が設置する機関のこと。「総合的・専門的な相談支援」「地域移行・地域定着

への取り組み」「地域の相談支援体制の強化と取り組み」「障害者の虐待防止・権利擁

護」等の業務を行う。 

 

共生社会 

 これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的

に参加・貢献していくことができる社会のこと。 

 

合理的配慮 

障害のある人が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因とな

る社会的障壁を取り除くために、障害のある人の意向を尊重しながら、個別の状況に

応じて行われる配慮のこと。 

 

【さ行】 

社会的障壁 

 障害のある人が日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会におけ

る事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。 
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重症心身障害児 

 重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態にある子どもを指す言葉。成人

した重症心身障害児までを含めて、重症心身障害児（者）と呼ぶこともある。 

 

障害者施策推進委員会 

 障害者基本法に基づき設置する委員会。障害者基本法に規定する障害者計画及び障

害者総合支援法に規定する障害福祉計画、児童福祉法に規定する障害児福祉計画の策

定・推進・変更等に係る検討を行う。 

 

自立支援協議会 

 障害者総合支援法に基づき設置する協議会。関係機関が地域における障害者への支

援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関の連携の強化及び課題の解決に

向けた協議を行う。全体会、運営会議、４つの専門部会（相談支援、就労支援、権利

擁護、地域移行）が設置されている。 

 

成年後見制度 

 「認知症高齢者」「知的障害者」「精神障害者」などの判断能力の不十分な成年者を

保護するための制度。成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度

の２つがあり、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており、判

断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選ぶことができる。また、任意後見制度

は、本人の判断能力があるうちに，将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備

えて、公正証書であらかじめ自ら選んだ代理人と任意後見契約をしておくもの。 
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【た行】 

立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例 

 障害を理由とする差別を解消し、誰もが地域社会の一員として尊重され、障害のあ

る人もない人も共に暮らしやすいまちをつくることを目的として、平成 30 年４月１

日より施行された条例。「前文、第１章：総則、第２章：差別の禁止、第３章：合理

的配慮等、第４章：相互理解の促進、第５章：差別に対する相談体制、第６章：雑則」

で構成されており、市・市民・事業者の責務と役割や、地域生活でかかわりの深い 11

の分野に関する合理的配慮等、相談のしくみなどが規定されている。 

 

立川市障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会 

 「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」の規定に基

づき、差別を解消するための取組を効果的に行うために設置される市長の附属機関で

あり、障害者差別解消法に規定される「障害者差別解消支援地域協議会」の機能も有

している。学識経験者、法曹関係者、関係行政機関、障害当事者・障害者団体・家族

会、福祉関係者、事業者等の 20 人以内で構成される。任期は２年間。 

 

地域移行 

 障害者支援施設に入所している人や精神科病棟に長期に渡って入院している人が、

自宅やグループホーム等の地域での生活に移ること。 

 

地域活動支援センター 

 障害者総合支援法（旧：障害者自立支援法）によって定められた、障害によって働

く事が困難な障害者の日中の活動をサポートする福祉施設である。その目的によって

Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型に分かれる。Ⅰ型は、精神保健福祉士などの専門職員を配置し、創

作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う事業。Ⅱ型は、入浴

や食事の提供、機能訓練、介護方法の指導、リクレーションなどを行う事業。Ⅲ型は、

旧小規模作業所で、立川市にはⅠ型が２か所設置されている。 
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地域生活支援拠点等 

 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のための５つの機能（相

談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体

制づくり）を持った体制のこと。 

 

【な行】 

難病 

発病の原因が不明で治療方法が未確立のため、根本的な治療が困難であり、慢性的

な経過をたどる疾病のこと。そのうち、国が「難病の患者に対する医療等に関する法

律」に定められる基準に基づいて医療費助成制度の対象としている難病を「指定難病」

という。 

 

【ら行】 

レスパイト 

介護を担っている家族等の介護負担を軽減し、一時的に介護から解放されリフレッ

シュするための休息のこと。 
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